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問
題
の
所
在

一事不再理の効力と既判力(拘束力)について(1)

(
l
)
 

の
議
論
は
、
田
口
教
授
の
論
稿
以
来
停
滞
気
味
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
筆
者
は
、
こ
の
既
判
力
(
拘
束

力
)
が
一
事
不
再
理
の
効
力
論
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
理
論
上
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
か
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

旧
法
の
確
定
力
理
論
を
集
大
成
し
た
団
藤
博
士
に
お
い
て
は
、
一
事
不
再
理
の
効
力
は
、
実
体
的
確
定
力
の
外
部
的
効
力
で
あ
り
、
既
判

(2) 

力
と
呼
ば
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
現
行
法
に
な
っ
て
訴
因
制
度
(
刑
訴
法
二
五
六
条
三
項
)
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
や
ア
メ
リ
カ
の
ダ
ブ
ル
・
ジ

(3) 

エ
パ
デ
イ
(
号
与
ぽ
』
白
岳
民
身
)
に
系
譜
を
も
っ
憲
法
三
九
条
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
と
相
侠
っ
て
、
平
野
博
士
と
井
上
博
士
が
、
こ
の
一
事

(4) 

不
再
理
の
効
力
を
実
体
的
確
定
力
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
つ
い
に
は
田
宮
博
士
が
、
こ
の
一
事
不
再
理
の
効
力
を
二
重
の
危
険
理

(5) 

論
と
し
て
再
構
成
さ
れ
た
。
旧
法
に
お
い
て
は
、
職
権
主
義
の
訴
訟
構
造
の
も
と
、
背
後
の
事
件
そ
の
も
の
が
審
判
対
象
で
あ
っ
た
が
ゆ
え

に
、
再
訴
も
広
範
囲
に
渡
っ
て
禁
止
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
が
実
際
に
判
断
し
な
か
っ
た
事
項
に
つ
い
て
も
一
事
不
再
理
の
効
力
が

及
ん
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
被
告
人
が
不
意
打
ち
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
の
裏
返
し
で
も
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
前
述
の

よ
う
に
、
現
行
法
に
な
っ
て
訴
因
制
度
が
導
入
さ
れ
る
と
、
裁
判
所
の
審
判
対
象
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
、
被
告
人
は
不
意
打
ち
の
危
険
に
さ

ら
さ
れ
に
く
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
な
る
と
、
裁
判
所
の
判
断
は
訴
因
に
し
か
及
ば
な
い
こ
と
に
な
り
、
一
事
不
再
理
の
効
力
が
、
旧

法
の
と
き
の
よ
う
に
、
裁
判
所
が
実
際
に
判
断
し
な
か
っ
た
事
項
に
つ
い
て
も
及
ぶ
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
訴
因
制

度
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
審
判
の
範
囲
と
一
事
不
再
理
の
効
力
の
範
囲
が
く
い
ち
が
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と

わ
が
国
の
既
判
力
(
拘
束
力
)

い
っ
て
一
事
不
再
理
の
効
力
の
客
観
的
範
囲
が
厳
格
に
訴
因
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
依
然
と
し
て
、
旧
法
の
と
き

と
同
様
に
、
再
訴
は
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
禁
止
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
審
判
の
範
囲
と
一
事
不
再
理
の
効
力
の
客

観
的
範
囲
と
の
く
い
ち
が
い
が
許
容
さ
れ
る
理
由
を
説
明
す
る
必
要
が
出
て
き
た
。
か
か
る
く
い
ち
が
い
を
説
明
す
る
た
め
に
、

北法510-3)3

一
事
不
再



~t 

理
の
効
力
は
実
体
的
確
定
力
と
し
て
の
既
判
力
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、
人
権
論
と
し
て
再
構
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
(
6
)
 

の
効
力
と
り
わ
け
そ
の
客
観
的
範
囲
に
つ
い
て
は
、
白
取
教
授
の
論
稿
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
理
論
的
蓄
積
が
積
ま
れ
た
。
し
か
し
、
そ

二
事
不
再
理
の
効
力
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
っ
た
既
判
力
(
拘
束
力
)
に
つ
い
て
の
議
論
は
停
滞
気
味
で
あ
っ
た
よ
う
に
思

一
事
不
再
理

北法5l(l・4)4

ピム

"問

の
-
方
で
、

え
る
。一
事
不
再
理
の
効
力
の
客
観
的
範
囲
に
つ
い
て
、
田
宮
博
士
は
、
検
察
官
が
公
訴
事
実
を
同
一
に
す
る
範
囲
内
で
い
つ
で
も
訴
因
変
更
を

し
て
訴
訟
対
象
を
新
し
く
構
成
し
て
出
直
し
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
根
拠
に
(
刑
訴
法
二
一
一
一
一
条
一
項
)
、
一
事
不
再
理
の
効
力
は
、

(
7
)
 

審
判
の
範
囲
た
る
訴
因
で
な
く
公
訴
事
実
の
同
一
性
の
認
め
ら
れ
る
全
体
に
及
ぶ
と
さ
れ
る
。
一
事
不
再
理
の
効
力
の
及
ぶ
範
囲
と
し
て
の

「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
と
訴
因
変
更
の
限
界
と
し
て
の
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
(
刑
訴
法
三
一
一
一
条
一
項
)
と
は
同
一
で
あ
る
と
考
え

(8) 

る
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
事
不
再
理
の
効
力
は
、
被
告
人
の
有
罪
又
は
無
罪
が
確
定
し
た
後
、
訴
因
変
更
を
画
す
る
公
訴
事
実
の
同
一
性

の
範
囲
で
再
訴
を
禁
止
す
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

訴
因
制
度
は
、
不
告
不
理
の
原
則
(
裁
判
所
は
一
方
の
当
事
者
が
持
ち
出
し
て
主
張
し
審
判
を
求
め
る
事
実
に
つ
い
て
の
み
審
理
判
決
で

き
る
原
則
)
を
具
体
化
し
て
い
る
。
一
事
不
再
理
の
効
力
の
客
観
的
範
囲
を
厳
格
に
訴
因
に
限
定
す
る
こ
と
は
、
不
告
不
理
の
原
則
か
ら
考

え
れ
ば
筋
が
通
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
刑
事
訴
訟
の
場
合
、
被
告
人
を
国
家
訴
追
権
限
の
濫
用
か
ら
保
護
す
る
と
い
う
憲
法
三
九
条
の
要
請

も
あ
る
で
ま
え
、
結
論
の
妥
当
性
か
ら
考
え
て
も
そ
の
よ
う
に
簡
単
に
は
割
り
切
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
刑
事
訴
訟
で
は
、
憲

法
三
九
条
の
理
念
を
実
現
す
る
べ
く
、
審
判
対
象
を
超
え
て
一
事
不
再
理
の
効
力
を
及
ぼ
す
必
要
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

検
察
官
が
公
訴
事
実
を
同
一
に
す
る
範
囲
内
で
い
つ
で
も
訴
因
を
変
更
で
き
る
か
ら
、
被
告
人
は
そ
の
範
囲
で
刑
罰
H

訴
追
の
危
険
に
置
か

れ
て
い
る
と
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
検
察
官
に
と
っ
て
訴
因
の
変
更
が
法
律
上
も
事
実
上
も
不
可
能
で
あ
っ
た
場
合
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、



科
刑
上
一
罪
の
一
部
が
告
訴
の
な
い
親
告
罪
で
あ
る
た
め
、
非
親
告
罪
に
つ
い
て
し
か
確
定
有
罪
判
決
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、

そ
の
後
に
な
っ
て
告
訴
を
得
た
の
で
親
告
罪
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
訴
追
で
き
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
傷
害
罪
と
し
て

確
定
有
罪
判
決
を
得
た
が
、
そ
の
後
に
な
っ
て
被
害
者
が
そ
の
傷
害
が
原
因
で
死
亡
し
た
場
合
に
、
傷
害
致
死
罪
と
し
て
あ
ら
た
め
て
訴
追

(
9
)
 

で
き
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
通
説
に
お
い
て
は
、
か
か
る
両
方
の
場
合
に
お
い
て
再
訴
は
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

公
訴
事
実
の
同
一
性
の
範
囲
内
で
あ
る
た
め
検
察
官
が
い
つ
で
も
訴
因
を
変
更
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て

そ
れ
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
場
合
の
よ
う
に
訴
因
の
変
更
が
全
く
不
可
能
な
と
き
に
ま
で
「
公
訴
事
実
の

一事不再理の効力と既判力(拘束力)について(1)

同
一
性
が
あ
る
の
だ
」
と
い
っ
て
再
訴
を
禁
止
し
て
し
ま
う
の
は
、
論
理
的
な
整
合
性
か
ら
考
え
て
も
疑
問
で
あ
る
し
、
行
き
過
ぎ
の
観
が

(
凶
)

ぬ
ぐ
え
な
い
。
ま
た
、
不
告
不
理
の
原
則
が
あ
ま
り
に
も
度
外
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
筆
者
は
こ
の
点
に
わ
が
国
の
二
重
の
危

険
理
論
の
限
界
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
も
再
訴
を
禁
止
し
て
い
く
た
め
に
は
、
二
重
の
危
険
理
論
に
プ
ラ
ス
「
何
か
」

が
必
要
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
一
事
不
再
理
の
効
力
が
華
や
か
に
議
論
さ
れ
る
中
で
、
既
判
力
(
拘
束
力
)
論
に
一
石
を
投
じ
た
の
が
田
口
教
授
で
あ
っ
た
。

従
来
、
実
体
裁
判
の
既
判
力
(
拘
束
力
)
な
る
も
の
は
、
一
事
不
再
理
の
効
力
が
働
く
た
め
、
同
一
事
件
に
対
す
る
再
訴
は
は
じ
め
か
ら
禁

止
さ
れ
る
か
ら
、
理
論
上
の
意
味
し
か
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
田
口
教
授
は
、
被
告
人
の
法
的
安
定
性
の
見
地
か
ら

(
日
)

実
体
裁
判
の
拘
束
力
を
論
じ
る
実
益
を
見
出
さ
れ
た
。
平
野
博
士
も
実
体
裁
判
の
拘
束
力
を
考
え
ら
れ
た
が
、
こ
の
拘
束
力
を
被
告
人
の
利

(

ロ

)

(

日

)

益
に
も
不
利
益
に
も
全
面
的
に
肯
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
田
口
教
授
は
、
団
藤
理
論
に
お
け
る
内
容
的
確
定
力
を
確
認
効
と
さ
れ
、

(
日
)

こ
の
確
認
効
と
拘
束
力
と
を
切
り
離
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
被
告
人
の
法
的
安
定
性
の
見
地
か
ら
英
米
法
の
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル

(
日
)

(8-Em邑
2
8
3
5
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
拘
束
力
を
検
察
官
の
矛
盾
行
為
を
禁
止
す
る
禁
反
言
と
さ
れ
た
。
田
口
教
授
は
、
既
判
力

(
拘
束
力
)
を
被
告
人
の
た
め
に
片
面
的
に
構
成
し
て
い
く
途
を
聞
か
れ
た
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
教
授
の
拘
束
力
理
論
に
は
、

北法510.5)5

一
事
不
再



説

理
の
効
力
が
政
策
論
に
走
り
す
ぎ
る
危
険
に
対
し
て
不
告
不
理
の
原
則
か
ら
反
省
を
促
す
意
義
も
あ
っ
た
と
考
え
る
。
拘
束
力
の
及
ぶ
事
項

は
、
裁
判
の
理
由
中
の
判
断
事
項
で
、
主
文
と
直
接
関
係
す
る
な
い
し
は
主
文
に
必
要
な
理
由
部
分
で
あ
り
、
か
っ
、
判
断
が
明
示
さ
れ
て

(
凶
)

い
る
事
項
で
あ
り
、
再
訴
に
お
け
る
検
察
活
動
は
か
か
る
拘
束
力
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

筆
者
は
、
田
口
教
授
が
拘
束
力
を
被
告
人
の
た
め
に
片
面
的
に
理
論
構
成
す
る
途
を
聞
か
れ
た
こ
と
を
高
く
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。
た

だ
、
教
授
が
、
判
決
の
意
思
表
示
内
容
の
確
定
そ
れ
自
体
の
効
力
で
あ
る
確
認
効
を
拘
束
力
の
前
提
と
さ
れ
る
点
に
疑
問
を
も
っ
。
確
認
効

を
前
提
と
す
る
限
り
、
拘
束
力
は
被
告
人
の
利
益
に
も
不
利
益
に
も
全
面
的
に
働
く
も
の
で
は
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
を
も
つ
の
で
あ
る
。

ま
た
、
裁
判
の
効
力
で
あ
る
拘
束
力
を
検
察
官
に
対
す
る
禁
反
言
と
と
ら
え
ら
れ
る
点
に
つ
い
て
も
、
伝
統
的
な
既
判
力
論
か
ら
か
け
離
れ

論

す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
も
つ
の
で
あ
る
。
教
授
が
示
唆
を
受
け
ら
れ
た
英
米
法
の
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
は
果
た
し

て
禁
反
言
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
既
判
力
(
拘
束
力
)
は
あ
く
ま
で
も
裁
判
の
効
力
で
あ
り
、
既
判
力
(
拘
束
力
)
を
被
告
人
の
た
め
に

片
面
的
に
構
成
し
て
い
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
根
拠
は
一
事
不
再
理
の
効
力
に
求
め
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
も
つ
の

で
あ
る
。

そ
こ
で
筆
者
は
、
わ
が
国
と
同
じ
よ
う
に
訴
因
制
度
を
と
る
ア
メ
リ
カ
法
の
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
パ
デ
イ

(号
z
g
m
』
向
。
唱
向
身
)
及
び
コ
ラ
テ

ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル

(
g
E円
相
邑
刊
回
目
。
宅
巳
)
に
理
論
的
示
唆
を
求
め
る
。
ア
メ
リ
カ
法
の
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ
は
わ
が
国
の
一
事
不

再
理
の
効
力
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
客
観
的
範
囲
を
画
す
る
基
準
と
し
て
は
、
後
述
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
パ

l
ガ

l
・
テ
ス
ト

(
E
C
n
r
g
G
q
g
a
)
が
通
説
的
立
場
で
あ
る
。
こ
の
基
準
は
、
前
訴
の
訴
因

(
n
g
E
と
再
訴
の
訴
因
の
根
拠
で
あ
る
法
律
規
定
の
要
素

(
O
W
E
g
m
)
ど
う
し
を
比
較
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
メ
リ
カ
法
の
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
パ
デ
イ
は
、
わ
が
国
の
一
事
不
再
理
の
効

力
よ
り
も
そ
の
客
観
的
範
囲
が
狭
い
の
で
、
本
当
は
二
度
の
訴
追
で
事
件
を
解
決
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
検
察
官
の
恋
意
に
よ
っ
て
被

告
人
が
同
一
事
件
に
つ
い
て
何
度
も
刑
事
訴
追
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。
再
訴
遮
断
の
範
囲
の
広
狭
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
法
と
わ

北法51(l・6)6



一事不再理の効力と既判力(拘束力)について(1)

が
国
と
で
は
決
定
的
な
差
異
が
あ
る
。
わ
が
国
の
一
事
不
再
理
の
効
力
の
理
論
は
、
広
範
囲
に
渡
っ
て
被
告
人
を
再
訴
か
ら
保
護
す
る
こ
と

が
で
き
、
憲
法
上
の
要
請
か
ら
妥
当
な
結
論
を
導
く
と
い
う
点
で
は
優
れ
て
い
る
が
、
そ
の
客
観
的
範
囲
が
訴
因
変
更
の
可
能
性
を
画
す
る

公
訴
事
実
の
同
一
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
の
論
理
的
整
合
性
や
、
不
告
不
理
の
原
則
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
る
危
険
性
も
ひ
め
て
い
る
。

一
方
、
ア
メ
リ
カ
の
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ
は
そ
の
客
観
的
範
聞
の
基
準
の
明
確
性
と
い
う
点
で
も
優
れ
て
い
る
し
、
不
告
不
理
の
原
則
を

徹
底
し
て
理
論
的
に
筋
の
通
っ
た
原
理
を
確
立
で
き
る
一
方
、
被
告
人
が
再
訴
か
ら
保
護
さ
れ
る
範
囲
が
狭
く
な
り
妥
当
な
結
論
を
得
ら
れ

な
い
こ
と
が
あ
り
う
る
と
い
う
点
で
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ
の
自
由
権
的
側
面
が
十
分
に
実
現
さ
れ
な
い
危
険
性
を
ひ
め
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
状
況
の
中
で
、
近
年
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
被
告
人
保
護
の
点
で
の
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
の
不
足
を
補
う
た
め
に
、
「
コ
ラ
テ
ラ
ル
・

(
げ
)

エ
ス
ト
ッ
ペ
ル

(
8
-
E
B
E
g
s若
丸
)
」
概
念
を
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
に
取
り
込
ん
で
い
る
。
従
来
の
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ
の
原
理
の

中
に
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
と
い
う
異
分
子
が
取
り
込
ま
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
不
告
不
理
の
原
則
と
は
整
合
性
が
保
た

れ
て
い
る
。
筆
者
は
こ
れ
を
手
掛
か
り
に
わ
が
国
の
既
判
力
(
拘
束
力
)

の
理
論
的
位
置
づ
け
の
再
構
成
を
し
よ
う
と
思
う
。
ア
メ
リ
カ
に

お
け
る
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
は
、
憲
法
上
の
被
告
人
保
護
の
不
足
を
補
う
役
割
を
果
た
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
わ
が
国
に
お

の
理
論
的
位
置
づ
け
を
再
検
討
す
る
と
と
も
に
、
よ
り
不
告
不
理
の
原
則
と
調
和

い
て
こ
の
原
理
を
考
え
る
意
味
は
、
既
判
力
(
拘
束
力
)

し
た
一
事
不
再
理
の
効
力
の
理
論
を
確
立
す
る
こ
と
に
あ
る
。

争土

(
1
)
田
口
守
一
「
刑
事
裁
判
の
拘
束
力
』
(
成
文
堂
・
一
九
八
O
年
)
【
以
下
回
口
・
頁
数
で
表
示
】
。

(2)
団
藤
重
光
『
刑
事
訴
訟
法
綱
要
』
(
弘
文
堂
書
房
・
-
九
四
三
一
年
)
四
七
人
l
入
O
頁。

(3)
い
わ
ゆ
る
二
重
の
危
険
禁
止
の
法
理
で
あ
る
。
筆
者
は
「
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
パ
デ
イ
」
と
い
う
用
語
を
、
わ
が
国
の
二
重
の
危
険
禁
止
の
法
理

北j去51(1・7)7



説

と
区
別
す
る
意
味
で
使
う
。
本
稿
に
お
い
て
筆
者
が
「
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
」
と
い
う
と
き
、
英
米
法
に
お
け
る
二
重
の
危
険
禁
止
の
法
理

を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。

(
4
)
平
野
龍
一
『
刑
事
訴
訟
法
』
(
有
斐
閣
・
一
九
五
八
年
)
一
一
一
一
頁
、
二
人
一
八
二
頁
{
以
下
平
野
・
頁
数
で
表
一
卒
、
井
上
正
治
「
確
定
判

決
の
効
力
」
『
刑
事
法
講
座
六
巻
』
(
有
斐
閣
・
一
九
五
四
年
)
一
二
四
O
頁
。

(
5
)
田
富
裕
「
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
一
事
不
再
理
の
効
力
」
『
法
学
協
会
雑
誌
と
七
五
巻
三
号
(
一
九
五
八
年
)
六
四
頁
、
七
五
巻
四
号
ご
九
五

八
年
)
三
三
頁
、
七
六
巻
一
号
(
一
九
五
九
年
)
一
七
頁
[
同
『
一
事
不
再
理
の
原
則
』
(
有
斐
閣
・
一
九
七
八
年
)
【
以
下
回
宮
・
頁
数
で
表

示
】
所
収
]
。
特
に
田
宮
・
八
O
l
八
二
頁
参
照
。

(6)
例
え
ば
、
井
上
正
治
「
刑
事
訴
訟
法
に
お
け
る
既
判
力
に
つ
い
て
(
一
)
」
『
法
政
研
究
』
一
ム
ハ
巻
一
H
二
号
(
一
九
四
八
年
)
一
頁
、
団
藤

重
光
「
憲
法
第
三
九
条
と
『
二
重
の
危
険
』
」
『
法
曹
時
報
』
一
巻
二
号
(
一
九
四
九
年
)
三
三
頁
、
高
田
卓
爾
「
一
事
不
再
理
と
二
重
の
危
険
」

団
藤
重
光
編
『
法
律
学
演
習
講
座
刑
事
訴
訟
法
」
(
青
林
書
院
新
社
・
一
九
五
三
年
)
三
三
九
頁
、
伊
達
秋
雄
「
一
事
不
再
理
の
効
力
」
『
岩
松

裁
判
官
還
暦
記
念
・
訴
訟
と
裁
判
』
(
有
斐
閣
・
一
九
五
六
年
)
七
五
五
頁
、
青
柳
文
雄
「
刑
事
既
判
力
の
客
観
的
範
囲
」
『
岩
松
裁
判
官
還
暦

記
念
・
訴
訟
と
裁
判
』
(
有
斐
閣
・
一
九
五
六
年
)
七
七
三
頁
[
同
『
犯
罪
と
証
明
』
(
有
斐
閣
・
一
九
七
二
年
)
所
収
円
高
田
卓
爾
「
既
判
力

の
範
囲
」
『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
三
六
号
(
一
九
五
九
年
)
四
四
頁
、
山
中
俊
夫
「
刑
事
確
定
判
決
と
既
判
力
」
『
同
志
社
法
学
』
一
四
巻
一
号

(
一
九
六
二
年
)
六
七
頁
、
宮
崎
澄
夫
「
判
決
の
確
定
力
」
日
本
刑
法
学
会
編
『
刑
事
訴
訟
法
演
習
』
(
有
斐
閣
・
一
九
六
二
年
)
一
六
三
頁
、

山
中
俊
夫
「
『

u
z
g
m
r岳
民
身
』
と
そ
の
諸
問
題
(
一
)
(
二
)
」
『
同
志
社
法
学
』
一
四
巻
四
号
(
一
九
六
二
年
)
一
一
一
一
頁
、
一
四
巻
六
号

(
一
九
六
三
年
)
九
九
頁
、
同
「
既
判
力
」
憲
法
研
究
所
『
最
高
裁
判
所
に
か
ん
す
る
研
究
』
(
法
律
文
化
社
・
一
九
六
三
年
)
八
八
頁
、
中
武

靖
夫
「
既
判
力
」
『
別
冊
ジ
ユ
リ
ス
ト
・
法
学
教
室
〈
第
一
期
〉
』
六
号
(
一
九
六
三
年
)
六
一
頁
、
鴨
良
弼
「
確
定
裁
判
の
効
力
」
『
刑
事
訴

訟
法
講
座
3
』
(
有
斐
閣
・
一
九
六
四
年
)
二
七
頁
、
宮
崎
澄
夫
「
裁
判
の
形
式
的
確
定
と
実
質
的
確
定
」
判
例
時
報
編
集
部
編
『
刑
事
訴
訟
法

基
本
問
題
柑
講
』
(
一
粒
社
・
一
九
六
五
年
)
三
九
五
頁
、
石
川
才
顕
「
既
判
力
」
鴨
良
弼
編
『
法
学
演
習
講
座
刑
事
訴
訟
法
』
(
法
学
書
院
・

一
九
七
二
年
)
四
四
五
頁
、
能
勢
弘
之
「
一
事
不
再
理
の
原
則
」
高
田
卓
爾
H

田
富
裕
編
『
演
習
刑
事
訴
訟
法
』
(
青
林
書
院
新
社
・
一
九
七
二

年
)
四
O
四
頁
、
白
井
駿
「
一
事
不
再
理
の
効
力
」
『
別
冊
ジ
ユ
リ
ス
ト
・
法
学
教
室
〈
第
二
期
V
』
七
号
(
一
九
七
五
年
)
八
O
頁
、
西
本
晃

章
「
既
判
力
」
熊
谷
弘
他
編
『
公
判
法
大
系
E
』
(
日
本
評
論
社
・
一
九
七
五
年
)
三
三
七
頁
、
青
柳
文
雄
「
刑
事
裁
判
の
確
定
力
」
『
法
学
研

究
』
四
八
巻
一
号
(
一
九
七
五
年
)
一
頁
[
同
『
刑
事
裁
判
と
国
民
性
(
理
論
編
)
』
(
慶
麿
通
信
・
一
九
七
六
年
)
所
収
]
、
土
本
武
司
「
訴
因

論
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一事不再理の効力と既判力(拘束力)について(1 ) 

の
拘
束
力
と
既
判
力
の
範
囲
」
『
司
法
研
修
所
論
集
』
五
五
号
(
一
九
七
五
年
)
四
一
頁
、
高
田
昭
正
「
一
事
不
再
理
の
客
観
的
範
囲
|
英
米

法
を
中
心
と
し
て
」
『
法
学
雑
誌
』
二
三
巻
一
号
(
一
九
七
六
年
)
六
八
頁
、
二
三
巻
二
号
(
一
九
七
六
年
)
六
八
頁
[
同
『
刑
事
訴
訟
の
構
造

と
救
済
」
(
成
文
堂
・
一
九
九
四
年
)
所
収
]
、
築
間
正
泰
「
一
事
不
再
理
効
の
客
観
的
範
囲
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
『
法
学
研
究
』
四
九
巻
一
号

(
一
九
七
六
年
)
一
八
一
頁
、
同
「
一
事
不
再
理
効
の
客
観
的
範
囲
に
関
す
る
諸
問
題
」
『
政
経
論
叢
(
広
島
大
学
政
経
学
会
)
』
二
六
巻
五
号

二
九
七
七
年
)
二
三
五
頁
、
角
谷
三
千
夫
「
確
定
裁
判
の
効
力
」
平
野
龍
一
H
松
尾
浩
也
編
『
実
例
法
学
全
集
刑
事
訴
訟
法
(
新
版
)
』
(
青

林
書
院
新
社
・
一
九
七
七
年
)
四
五
九
頁
、
安
冨
潔
「
西
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
に
お
け
る
一
事
不
再
理
の
効
力
の
客
観
的
範
囲
に
つ
い
て
」
「
法

学
研
究
』
五
一
巻
九
号
(
一
九
七
八
年
)
七
五
頁
、
松
岡
正
章
「
既
判
力
の
理
論
」
『
別
冊
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
号
・
刑
事
訴
訟
法
の
理
論
と
実
務
』

(
一
九
八
O
年
)
一
一
一
一
一
一
具
、
渥
美
東
洋
「
い
わ
ゆ
る
余
罪
と
二
重
危
険
禁
止
の
原
則
」
「
比
較
法
雑
誌
』
一
七
巻
四
号
(
一
九
八
四
年
)
一
頁

[
同
『
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
自
由
と
正
義
』
(
有
斐
閣
・
一
九
九
四
年
)
【
以
下
渥
美
・
頁
数
で
表
示
】
所
収
]
、
田
宮
裕
「
既
判
力
・
再
論
」

『
法
学
』
四
七
巻
五
号
(
一
九
八
四
年
)
一
九
二
頁
[
同
『
日
本
の
刑
事
訴
追
』
(
有
斐
閣
・
一
九
九
八
年
)
所
収
]
、
能
勢
弘
之
「
一
事
不
再

理
の
原
則
」
高
田
卓
爾
H
田
富
裕
編
『
演
習
刑
事
訴
訟
法
』
(
青
林
書
院
新
社
・
一
九
八
四
年
)
四
一
六
頁
、
白
取
祐
司
『
一
事
不
再
理
の
研
究
』

(
日
本
評
論
社
・
一
九
八
六
年
)
、
木
谷
明
H
野
島
秀
夫
「
常
習
一
罪
等
に
関
す
る
既
判
力
(
一
事
不
再
理
効
)
の
時
間
的
限
界
及
び
二
重
起
訴

の
成
否
に
つ
い
て
」
『
判
例
タ
イ
ム
ズ
』
六
二
七
号
(
一
九
人
七
年
)
一
五
頁
、
筑
間
正
泰
「
一
事
件
一
裁
判
の
原
則
」
「
広
島
法
学
』
一
四
巻

四
号
(
一
九
九
一
年
)
九
三
頁
、
中
野
目
善
則
「
二
重
危
険
の
原
理
|
罪
数
と
二
重
危
険
禁
止
条
項
の
「
関
係
」
を
中
心
に
」
『
刑
法
雑
誌
』

コ
二
巻
四
号
(
一
九
九
一
年
)
二
二
頁
、
同
「
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
二
重
危
険
禁
止
条
項
に
関
す
る
最
近
の
動
向
|
再
訴
遮
断
の
範
囲
を

め
ぐ
っ
て
|
」
『
法
学
新
報
』
一

O
三
巻
一

O
号
(
一
九
九
七
年
)
ゴ
一
七
頁
等
。

(7)
田
宮
・
一
二
五
頁
。
そ
の
他
、
小
野
清
一
郎
他
編
『
刑
事
訴
訟
法
ポ
ケ
ッ
ト
注
釈
全
書

(
3
)
』
(
有
斐
閣
・
一
九
六
六
年
)
七
九
三
頁
、
平

場
安
治
他
『
注
解
刑
事
訴
訟
法
中
巻
[
全
訂
新
版
]
』
(
青
林
書
院
・
一
九
八
二
年
)
八
七
三
頁
[
中
武
靖
夫
執
筆
部
分
]
{
以
下
注
解
刑
訴
中
・

頁
数
で
表
示
】
、
松
尾
浩
也
監
修
『
条
解
刑
事
訴
訟
法
』
(
弘
文
堂
・
一
九
九
六
年
)
七
五
五
頁
、
藤
永
幸
治
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
刑
事
訴

訟
法
五
巻
H
』
(
青
林
書
院
・
一
九
九
八
年
)
一
二
O
頁
[
田
口
守
一
執
筆
部
分
]
【
以
下
大
コ
ン
メ
五
巻
E
・
頁
数
で
表
示
】
参
照
。
こ
れ
に

対
し
て
は
、
一
事
不
再
理
の
効
力
の
客
観
的
範
囲
に
つ
い
て
公
訴
事
実
の
向
一
性
を
基
準
と
し
な
い
見
解
も
あ
る
。
青
柳
文
雄
『
五
訂
刑
事
訴

訟
法
通
論
下
巻
』
(
立
花
書
房
・
一
九
七
五
年
)
四
八
九
頁
、
青
柳
文
雄
他
編
『
註
釈
刑
事
訴
訟
法
三
巻
』
(
立
花
書
房
・
一
九
七
八
年
)
四
九

六
頁
[
柴
田
孝
夫
執
筆
部
分
]
【
以
下
註
釈
刑
訴
三
巻
・
頁
数
で
表
示
】
参
照
。
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訪t

(8)
田
宮
裕
編
『
刑
事
訴
訟
法
I
』
(
有
斐
閣
・
一
九
七
五
年
)
五
九
六
頁
[
田
宮
執
筆
部
分
]
。

(9)
平
野
・
二
八
三
頁
、
高
田
卓
爾
『
刑
事
訴
訟
法
[
二
訂
版
]
』
(
青
林
書
院
新
社
・
一
九
八
四
年
)
三
O
O
頁
。

(
叩
)
注
解
刑
訴
中
・
八
七
四
頁
[
中
武
執
筆
部
分
]
、
註
釈
刑
訴
三
巻
・
四
九
六
頁
[
柴
田
執
筆
部
分
]
参
照
。

(
日
)
田
口
守
一
『
刑
事
訴
訟
法
{
第
二
版
]
』
(
弘
文
堂
・
二
0
0
0
年
)
一
二
六
一

i
六
二
頁
、
田
富
裕
編
『
新
版
ホ
l
ン
ブ
ッ
ク
刑
事
訴
訟
法
』

(
北
樹
出
版
・
一
九
九
五
年
)
二
七
三
頁
[
田
口
執
筆
部
分
]
、
田
U
・
二
九
三
l
三
三
O
頁
。
ま
た
、
大
コ
ン
メ
五
巻
E
・
二
二
二
一
五
頁

[
田
口
執
筆
部
分
]
参
照
。

(
ロ
)
平
野
龍
一
『
刑
事
訴
訟
法
の
基
礎
理
論
』
(
日
本
評
論
社
・
一
九
六
四
年
)
一
六
四
頁
。

(
日
)
田
口
・
二
四
三
頁
。

(
M
H
)

同
右
・
一
一
一
一

l

一一一頁。

(
日
)
同
右
・
二
七
回
l
七
五
頁
。
そ
の
他
、
光
藤
景
佼
『
口
述
刑
事
訴
訟
法
中
』
(
成
文
堂
・
一
九
九
二
年
)
二
九
O
頁
参
照
。

(
日
)
田
口
・
前
掲
『
刑
事
訴
訟
法
[
第
二
版
]
』
三
五
九
頁
。

(
げ
)
田
宮
裕
『
刑
事
訴
訟
法
{
新
版
]
』
(
有
斐
閣
・
一
九
九
六
年
)
四
五
六
頁
註
二
、
田
宮
・
一
九
七
|
二
O
ニ
頁
、
田
口
・
一
九
九
|
一
一
一

O

頁
、
渥
美
・
一
三

'" U岡

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
(
円

g
古
島

g
g
)

ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ

(
e
z
g
m
」
白
告
白
丘
三
と
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル

(no--白押
m
E
2
8
3
m】
)
を
議
論
す
る
た
め
に
は
、
そ
の

(
1
)
 

原
形
と
な
る
民
訴
法
の
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
(
円
四
二

EFgg)
を
把
握
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
終
局
判
決
の
後
訴
に
対
す
る

(2) 

一
ま
と
め
に
し
て
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
は
、
「
既
判
力
」
と
h

訳
さ
れ

効
力
は
、

る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
「
判
決
さ
れ
た
事
項
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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1
.
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

1
タ
の
政
策
的
理
論
的
根
拠

前
訴
の
判
決
が
終
結
す
る
必
要
性
は
、
ど
こ
の
法
制
度
に
お
い
て
も
認
識
さ
れ
て
い
る
。
司
法
判
断
(
」

Zen-即
日

号

神

0
5
5
邑
O
ロ
)
が
同
じ

(3) 

訴
訟
当
事
者
の
間
で
終
局
的
で
あ
る
べ
き
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
法
制
度
に
お
い
て
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
。
訴
訟
は
法
律
問
題
に
正
し
い
結

論
を
導
く
こ
と
を
旨
と
し
な
が
ら
も
、
ど
こ
か
で
終
局
的
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
は
か
か
る
政
策
的
配
慮
か
ら
正

(
4
)
 

当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
訴
の
判
決
に
絶
対
的
な
終
局
性
を
与
え
る
こ
と
は
、
前
訴
に
お
い
て
訴
訟
当
事
者
に
必
要
以

一事不再理の効力と既判力(拘束力)について(1)

上
の
慎
重
さ
を
要
求
す
る
し
、
誤
っ
た
判
断
を
永
続
さ
せ
、
裁
判
所
の
柔
軟
さ
を
妨
げ
る
危
険
性
も
も
っ
て
い
る
。
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l

(
5
)
 

タ
を
考
え
る
と
き
、
こ
れ
ら
の
利
益
の
衡
量
を
は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
は
、
誤
判
(
開
司
。
『
)
を
永
続
さ
せ

る
可
能
性
を
い
つ
も
も
っ
て
い
る
。
こ
の
原
理
は
、
正
確
な
認
定
と
同
様
に
誤
っ
た
認
定
に
も
作
用
し
、
そ
の
認
定
が
基
づ
い
て
い
る
根
拠

を
再
度
審
査
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
可
能
性
は
、
裁
判
の
終
局
性
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
恩
恵

3
2
m
m円
)
に
対
し
て
社
会

が
払
う
代
償
で
あ
る
。

(6) 

レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
は
、
判
決
の
終
局
性

(mE
一ε。
ご

Emsgg)
を
維
持
す
る
も
の
で
あ
る
。
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
は
、

訴
訟
(
古
島

ngza。ロ)
へ
の
信
頼
を
助
長
す
る
も
の
で
あ
り
、
訴
訟
当
事
者
の
不
安
や
出
費
を
取
り
除
き
、
司
法
制
度
の
無
駄
遣
い
や
矛

(7) 

盾
し
た
結
論
の
可
能
性
を
防
止
す
る
の
に
役
立
つ
。
再
度
の
訴
訟
に
よ
っ
て
訴
訟
当
事
者
と
司
法
制
度
に
負
担
を
か
け
る
こ
と
は
、
前
訴
の

(8) 

誤
っ
た
判
断
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
正
義
を
起
こ
す
可
能
性
よ
り
も
重
大
で
あ
る
と
言
う
信
念
に
基
づ
い
て
い
る
。
レ
ス
・
ジ
ユ
デ

北法51(1・11)11

イ
カ

l
タ
に
お
い
て
、
最
も
頻
繁
に
言
及
さ
れ
る
ポ
リ
シ
ー
は
、

ラ
テ
ン
語
の
格
言
に
出
て
く
る
。

E
E
R「
町
民
、
町
守
h
h

守
~
片
足
ミ
皇
、
認
な

~
を
忠
夫
、
(
訴
訟
が
終
結
す
る
こ
と
は
、
国
家
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
)
と
な
号
、
き
た
常
手
な
て
虫
色
立
、
3
2待ヨ
H
E
E
h
a
w
-
(
何
人
も
同
一
事
実

(

9

)

(

叩
)

に
つ
い
て
再
度
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
)
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
は
重
な
り
合
う
が
、
同
じ
で
は
な
い
。
前
者
は
、
訴
訟
を
終
わ
ら
せ
る



f~Î. 

一
般
的
な
平
穏
を
維
持
し
、
確
実
性

(
日
)

(83gミ
)
を
促
進
し
、
裁
判
所
の
時
間
を
節
約
す
る
た
め
に
、
訴
訟
当
事
者
に
課
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
訴
訟
を
繰
り
返

社
会
的
利
益
を
強
調
す
る
。

レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
は
、
公
共
政
策
の
ル

l
ル
で
あ
っ
て
、

=::-l注
目岡

す
こ
と
は
国
家
の
財
源
(
℃

5
r
p
E
)
の
浪
費
に
つ
な
が
る
し
、
た
だ
で
さ
え
多
く
の
事
件
で
混
み
合
っ
て
い
る
裁
判
所
の
貴
重
な
時
間

(

ロ

)

(

日

)

を
浪
費
さ
せ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
更
に
は
、
他
の
人
が
訴
訟
を
起
こ
し
て
判
決
を
下
し
て
も
ら
う
機
会
を
遅
ら
せ
る
こ
と
に
も
な
る
。

(
凶
)

後
者
は
、
個
々
の
訴
訟
当
事
者
に
訴
訟
が
重
複
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
の
苦
難
富
島
含
軍
司
)
が
強
調
さ
れ
る
。
訴
訟
を
繰
り
返
す
こ
と
は
、

(
日
)

財
政
、
時
間
、
個
々
の
訴
訟
当
事
者
の
活
力

(go認
可
)
を
消
耗
さ
せ
る
。
訴
訟
の
終
局
性
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
、
勝
訴
し
た
者
は
そ
の

判
断
を
信
頼
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
自
分
の
行
為
を
安
心
し
て
継
続
す
る
こ
と
も
人
生
設
計
を
安
心
し
て
た
て
る
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
い
し
、

(
凶
)

常
に
前
訴
と
は
反
対
の
判
決
が
下
さ
れ
た
場
合
の
こ
と
を
考
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
個
々
の
訴
訟
当
事
者
が
、
つ
け
る
恩
恵
を
保

(
げ
)

護
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
訴
訟
の
繰
り
返
し
に
よ
る
困
惑

(
g
g苫
ロ
8
)
か
ら
の
保
護
は
、
個
々
の
訴
訟
当
事
者
に
与
え

(
民
)

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
前
者
の
ル

l
ル
の
付
随
事
項
令
官

E
g円
)
に
過
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
社
会
に
と
っ
て
の
最

(
汐
)

善
の
利
益
は
、
訴
訟
が
終
わ
ら
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
ペ
ン
シ
ル
パ
ニ
ア
州
の
初
期
の
判
例
で
あ
る

一
八
三
三
年
の
マ

l
シ
ユ
判
決
に
お
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

「
ミ
選
。

hHm~同
町
二
宮
て
虫
色
『
F

h

九
円
。
号
室
内
R3bm
言
。
ぇ
忌
』
5
5
b同
町

g
h出
3
2
5
b
[も
し
も
裁
判
所
に
よ
っ
て
同
一
事
実
が
確
定
さ
れ
て
い

る
な
ら
ば
、
何
人
も
そ
の
同
一
事
実
に
つ
い
て
再
度
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
]
と
い
う
格
言
は
、
訴
訟
当
事
者
が
、
つ
け
る
恩
恵
を
保
護
す

る
た
め
に
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
訴
訟
当
事
者
は
こ
れ
を
放
棄
(
毛
色
〈
伺
)
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
自
身
に
関
す
る
限
り
、
彼
が

こ
れ
を
放
棄
す
る
こ
と
に
対
し
て
何
の
合
理
的
な
異
議
を
と
な
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
、
共
同
体

(
n
C
E
S
S
-
q
)
も
、
社
会
の

平
穏
を
維
持
す
る
必
要
か
ら
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
同
じ
利
益
と
関
心
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
平
穏
は
、
復
讐
心
や
訴
訟
好
き
を
満
足
さ
せ
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る
べ
く
、
個
々
の
訴
訟
当
事
者
の
意
思
や
道
楽
に
よ
っ
て
混
乱
さ
せ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
0

・
:
さ
も
な
け
れ
ば
、
コ
モ
ン
ロ
ー
と
同
じ
程

度
に
古
い
号
、
え
む
ミ
守
忌
存
号
ミ
昼
、

sh
止
を
さ
[
訴
訟
が
終
結
す
る
こ
と
は
国
家
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
]
と
い
う
格
言
は
、
無
視
さ
れ

(
初
)

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
」

一事不再理の効力と既判力(拘束力)について(1)

(
れ
)

裁
判
所
の
時
間
の
節
約
は
、
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
思
恵
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
特
慣
は
、
た
だ
で
さ
え
仕
事

が
集
積
さ
れ
て
い
る
裁
判
所
に
更
に
仕
事
が
加
え
ら
れ
る
現
代
で
は
、
更
に
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

1
タ
に

お
い
て
も
っ
と
重
要
な
こ
と
は
、
人
間
関
係
の
確
実
性

(ngg'qZ
昏白

B
E
g虫
色

gg)
を
創
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
共
同
体
の
平
穏

(
幻
)

(
司

g
n
m
g色
G
Z
E
)

を
促
進
す
る
こ
と
で
あ
る
。
言
、
つ
な
れ
ば
、
あ
る
種
の
法
的
安
定
性
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
核
心

に
は
、
終
局
判
決
の
終
局
性
の
維
持
が
あ
る
。

2
.
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
の
意
味

レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

i
タ
と
い
う
用
語
は
、
前
訴
の
判
決
(
」

E
明言

g円
)
が
後
訴
に
対
し
て
拘
束
力
(
窓
口
径
ロ
加
え
P
2
)
を
も
っ
す
べ
て

(
お
)

の
場
合
を
意
味
す
る
。
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

i
タ
は
混
同
効

(
B
R明
白
『
)
、
遮
断
効

(σR)
、

コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル

(no--曲目
n
s
-

2
件
。
毛
色
)
、
ダ
イ
レ
ク
ト
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
(
島
門
町
三
何
回
古
毛
色
)

の
四
つ
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。(μ) 

混
同
効
や
遮
断
効
と
い
う
用
語
は
、
閉
じ
訴
訟
当
事
者
間
で
同
一
の
訴
訟
原
因

(EC回
目
え

R
gロ
)
が
か
か
わ
っ
て
く
る
と
き
に
使
わ
れ

(
お
)

る
。
訴
訟
当
事
者
が
以
前
に
司
法
判
断
を
下
さ
れ
た
訴
訟
原
因
を
再
度
訴
訟
で
争
う
こ
と
を
禁
止
し
て
、
同
一
の
訴
訟
原
因
に
基
づ
く
新
し

(
お
)

い
訴
訟
を
完
全
に
禁
止
す
る
機
能
を
も
っ
。
こ
の
場
合
、
訴
訟
原
因
が
同
一
で
あ
る
か
否
か
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
ど
の
争
点
が
訴
訟
上

北法510・13)13



説

(
幻
)

争
わ
れ
た
か
又
は
争
う
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
か
は
重
要
で
は
な
い
。
原
告
勝
訴
の
場
合
、
原
告
の
訴
訟
原
因
は
そ
の
判
決
に
混
同
さ
れ
る
。

u
suτ 

被
告
勝
訴
の
場
合
、
原
告
の
訴
訟
原
因
は
被
告
勝
訴
判
決
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
前
訴
に
お
い
て
検
討
さ
れ
た
事
項
又
は
日

検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
事
項
は
後
訴
の
根
拠
に
は
な
り
得
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
例
え
ば
、
金
銭
に
よ
る
財
産
回
復
を
目
的
と
し
た
削LVU
 

人
的
訴
訟
に
お
い
て
、
原
告
勝
訴
の
有
効
で
終
局
的
な
判
決
が
下
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
訴
訟
原
因
は
消
滅
(
伺
邑
昌
巳
谷
)
さ
せ
ら
れ
、
原

1

告
勝
訴
判
決
に
混
同
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
判
決
に
基
づ
く
新
た
な
訴
訟
原
因
が
創
り
出
さ
れ
る
。
そ
の
判
決
は
、
同
じ
訴
訟
当
事
者
間

に
お
い
て
終
局
的
で
あ
る
。
金
銭
の
支
払
い
を
命
じ
る
有
効
で
終
局
的
な
原
告
勝
訴
の
判
決
が
下
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
請
求

(
n
E
B
)
は
そ

(
お
)

一
方
、
そ
の
判
決
が
実
体
的
事
項

(
B
E
Z
)
に
基
づ
く
被
告
勝
訴
判
決
の
場
合
、
訴
訟
原
因
は
消
滅

の
原
告
勝
訴
判
決
に
混
同
さ
れ
る
。

さ
せ
ら
れ
る
。
実
体
的
事
項
に
基
づ
く
有
効
で
終
局
的
な
被
告
勝
訴
判
決
が
下
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
判
決
は
、
同
一
の
請
求
に
基
づ
く
後
訴

論

に
対
す
る
遮
断
効
と
し
て
働
く
。

(
m
U
)
 

コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル

(
n
a
E
o邑

2
B署
名
は
、
異
な
る
訴
訟
原
因
に
基
づ
く
後
訴
に
お
い
て
、
前
訴
で
既
に
判
断
さ
れ
て

(
ぬ
)

し
ま
っ
た
争
点

(
5
5
)
が
再
度
争
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る
。
前
訴
に
お
い
て
実
際
に
訴
訟
上
争
わ
れ
て
判
断
を
下
さ

れ
た
事
項
(
ヨ
皇
R
R
Z色
三
王
宮
門

agam-nおヨ
E
a
)
に
つ
い
て
前
訴
の
判
決
が
も
っ
て
い
る
拘
束
力
が
、
前
訴
と
は
異
な
る
訴
訟
原
因

に
基
づ
く
閉
じ
訴
訟
当
事
者
間
で
の
後
訴
に
及
ぶ
こ
と
を
意
味
す
る
。
コ
ラ
テ
ラ
ル

(no--白
書
包
)
と
い
う
用
語
は
、
た
と
え
争
点
の
す
べ

(
幻
)

て
又
は
幾
っ
か
が
同
一
で
あ
ろ
う
と
も
前
訴
と
後
訴
で
の
訴
訟
原
因
が
異
な
る
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
前
訴
の
判
決
が

原
告
勝
訴
で
あ
ろ
う
が
被
告
勝
訴
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
判
決
は
、
同
じ
訴
訟
当
事
者
間
で
の
異
な
る
訴
訟
原
因
に
基
づ
く
後
訴
に
お
い
て
、

前
訴
で
実
際
に
訴
訟
上
争
わ
れ
て
判
断
を
下
さ
れ
た
争
点
に
つ
い
て
終
局
的
で
あ
る
。
例
え
ば
、

A
が
、
約
束
手
形
に
お
い
て
満
期
に
な
っ

て
い
る
利
息
の
支
払
い
を
求
め
て
、

B
に
訴
え
を
起
こ
し
た
と
す
る
。

A
は
、
そ
の
約
束
手
形
が

B
に
よ
っ
て
振
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

A
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

B
は
そ
の
約
束
手
形
を
振
り
出
し
た
こ
と
を
否
定
し
た
。

B
が
そ
の
約
束
手
形
を
振
り
出
し



一事不再理の効力と既判力(拘束力)について(1)

た
か
否
か
の
争
点
に
つ
い
て
口
頭
弁
論
が
聞
か
れ
た
後
、

B
に
有
利
な
評
決
が
あ
り
、

B
勝
訴
の
判
決
が
下
さ
れ
た
。
そ
の
後
A
は
、
そ
の

約
束
手
形
の
利
息
の
う
ち
の
第
二
の
分
割
払
の
部
分
の
支
払
い
を
求
め
て

B
に
訴
え
を
起
こ
し
て
き
た
。
こ
の
場
合
、
前
訴
の
判
決
は
後
訴

へ
の
抗
弁
に
な
り
得
る
。
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
に
つ
い
て
は
、
後
で
詳
細
に
述
べ
る
。

ダ
イ
レ
ク
ト
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
(
骨

nags-u切
ろ
は
、
判
決
が
実
体
的
事
項
に
つ
い
て
下
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
混
同
効
や
遮
断
効
が

適
用
で
き
ず
、
同
一
の
訴
訟
原
因
に
基
づ
く
後
訴
が
許
容
さ
れ
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る
。
被
告
勝
訴
の
判
決
が
実
体
的
事
項
に
基
づ
い
て
い

な
い
な
ら
ば
、
原
告
は
同
一
の
訴
訟
原
因
に
基
づ
く
訴
訟
を
再
度
維
持
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
あ
る
争
点
が
実
際
に
訴
訟

上
争
わ
れ
て
判
断
を
下
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
判
断
は
、
同
じ
訴
訟
当
事
者
間
で
の
同
一
の
訴
訟
原
因
に
基
づ
く
後
訴
が
許
容
さ
れ
よ
う
と

も
、
終
局
的
で
あ
る
。
例
え
ば
、
訴
状
に
暇
庇
が
あ
っ
た
と
い
う
理
由
で
被
告
勝
訴
の
判
決
が
下
さ
れ
て
も
、
原
告
は
同
一
の
訴
訟
原
因
に

基
づ
く
再
訴
を
で
き
る
が
、
前
訴
の
訴
状
の
暇
抗
の
問
題
を
再
び
蒸
し
返
す
こ
と
は
禁
止
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
際
に
訴
訟
上
争
わ
れ
て

判
断
を
下
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
の
拘
束
力
が
、
同
じ
訴
訟
当
事
者
間
で
の
同
一
の
訴
訟
原
因
に
基
づ
く
後
訴
に
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

前
述
の
よ
う
に
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

i
タ
は
混
同
効
と
遮
断
効
と
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
と
ダ
イ
レ
ク
ト
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
を
包

括
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
本
稿
に
お
い
て
筆
者
は
、
「
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
」
と
い
う
言
葉
を
混
同
効
と
遮
断
効
の
意

味
で
使
う
。
前
述
の
よ
う
に
、
混
同
効
及
び
遮
断
効
と
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
と
は
機
能
を
異
に
す
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
を
レ
ス
・

ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
と
い
う
概
念
で
一
く
く
り
に
す
る
こ
と
に
は
抵
抗
を
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
は
本
稿
に
お
い
て
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス

ト
ッ
ペ
ル
に
特
に
焦
点
を
あ
て
る
関
係
上
、
こ
れ
を
機
能
の
異
な
る
混
同
効
及
び
遮
断
効
と
一
緒
に
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
コ
ラ
テ
ラ

(
勾
)

ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
は
刑
訴
法
に
お
い
て
は
「
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ
l
タ
」
と
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
が
、
民
訴
法
に

(
お
)

お
い
て
は
、
機
能
の
点
で
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
と
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
は
異
な
る
機
能
を
持
つ
の
で
あ
る
。
民
訴
法
で
は
、

レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
は
前
訴
と
後
訴
で
訴

北法51(1・15)15

コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
は
前
訴
と
後
訴
で
訴
訟
原
因
が
異
な
る
場
合
に
用
い
ら
れ
、



説

(
引
品
)

訟
原
因
が
同
一
の
場
合
に
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
筆
者
の
よ
う
な
概
念
整
理
も
許
さ
れ
る
と
考
え
る
。

きi為
長岡

3
.
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
の
機
能

北法51(1・16)16

(
お
)

レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
と
差
戻
し
判
決
の
拘
束
力

(-20ご
F
O
B回
目
)
と
は
、
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
。
上
訴
審
は
、
同
一
の
事
件

で
の
再
度
の
上
訴
に
お
い
て
も
、
前
の
差
戻
し
判
決
で
自
ら
下
し
た
法
律
判
断

(
E
E
m目
。
ご
恒
三
に
拘
束
さ
れ
る
。
こ
の
点
で
は
レ
ス
・

ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
に
類
似
し
て
い
る
。
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

i
タ
に
し
て
も
、
差
戻
し
判
決
の
拘
束
力
に
し
て
も
、
同
じ
訴
訟
当
事
者
間
で

の
終
局
的
な
判
断
を
維
持
す
る
こ
と
を
主
な
目
的
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
差
戻
し
判
決
の
拘
束
力
は
、
同
一
の
事
件
で
の
法
律
判
断
に
限

定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

i
タ
は
後
訴
ま
で
も
を
拘
束
す
る
の
で
あ
る
。

(
お
)

レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
と
救
済
方
法
の
選
択
(
四
回
開
口
氏
。
ロ
え

R
s
a
E
)
と
は
、
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
。
救
済
方
法
の
選
択
は
、

訴
訟
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
を
禁
止
す
る
ポ
リ
シ
ー
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
訴
訟
当
事
者
の
立
場
が
一
貫
し
な
い
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い

と
い
う
ポ
リ
シ
ー
に
基
づ
い
て
い
る
。
訴
訟
当
事
者
が
自
己
矛
盾
し
た
主
張
を
繰
り
返
す
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
で
司
法
手
続
の
威
厳
を
保

つ
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
ポ
リ
シ
ー
に
基
づ
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
単
独
の
不
法
行
為

(
2
8伺
)
に
つ
い
て
二
通
り
の
救
済
策
が
あ
り
、

そ
の
う
ち
の
一
つ
し
か
適
用
で
き
な
い
と
い
う
状
況
に
お
い
て
、
一
つ
を
選
択
し
た
原
告
は
、
後
に
な
っ
て
も
う
一
つ
の
救
済
策
を
根
拠
に

し
て
訴
え
を
起
こ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
つ
の
救
済
方
法
に
基
づ
い
て
訴
訟
が
な
さ
れ
た
場
合
は
、
最
初
の
訴
訟
が
係
属
中
に
も
う
一
つ

の
救
済
方
法
に
修
正
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
。
し
か
し
、
最
初
の
救
済
方
法
に
基
づ
い
て
訴
訟
が
進
行
し
て
終
局
判
決
に
至
っ
た
場
合
は
、

救
済
方
法
の
選
択
の
原
理
を
持
ち
出
し
て
も
意
味
が
無
い
。
な
ぜ
な
ら
、
混
同
効
と
遮
断
効
が
後
訴
を
禁
止
す
る
か
ら
で
あ
る
。
レ
ス
・
ジ
ユ

デ
イ
カ

l
タ
と
は
違
っ
て
、
こ
の
原
理
は
、
前
訴
が
終
結
し
た
か
否
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
ま
た
、
訴
訟
当
事
者
の
同
一
性
に
か
か
わ
り
な



く
適
用
さ
れ
る
。
実
体
的
事
項
に
つ
い
て
終
局
判
決
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
別
個
の
訴
訟
に
お
い
て
も
う
一
つ
の
救
済
方
法
を
選

択
す
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
救
済
方
法
の
選
択
は
、
裁
判
所
に
対
す
る
禁
反
言
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
訴
訟
当
事
者
に
対
す

(
幻
)

る
禁
反
言
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
被
告
が
そ
の
選
択
を
信
頼
し
た
と
い
う
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
ま
た
、
被
告
に
害
を
及
ぼ
す

と
い
う
の
で
な
い
限
り
、
原
告
の
選
択
に
拘
束
力
を
見
出
そ
う
と
し
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
は
終
局
判
決
の
効

力
で
あ
り
、
後
訴
の
裁
判
所
の
矛
盾
判
断
を
禁
止
す
る
。

4
.
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
の
要
件

一事不再理の効力と既判力(拘束力)について(1 ) 

(
お
)

レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
が
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
終
局
判
決

(mEニ
ロ
身

g
g円
)
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
判
決
を
下
し
た
裁
判
所

が
、
訴
訟
上
争
わ
れ
て
い
る
事
項
を
判
断
す
る
べ
く
、
更
な
る
訴
訟
行
為
を
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
判
決
は
終
局
判

決
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
訴
訟
の
処
理
(
会

8
2
5ロ
)
に
必
要
不
可
欠
の
争
点
(
法
律
問
題
も
事
実
問
題
も
含
む
)
が
後
の
司
法
判
断
の

た
め
に
留
保
さ
れ
て
い
る
と
言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
終
局
判
決
と
は
一
言
え
な
い
。
例
え
ば
、
妨
訴
抗
弁
(
庁
自
己
耳
目
司
)
を
支
持
す
る
か
却
下

す
る
か
の
命
令
官
三
四
円
)
は
、
終
局
判
決
が
そ
の
命
令
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
終
局
判
決
と
は
一
言
え
な
い
。
原
告
が
損

害
賠
償
額
を
回
復
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
判
決
が
下
さ
れ
て
も
、
そ
の
損
害
賠
償
額
が
後
の
裁
判
所
や
陪
審
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
判
決
は
終
局
判
決
と
は
い
え
な
い
。
終
局
判
決
が
下
さ
れ
た
場
合
は
、
上
訴
が
可
能
に
な
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
普

通
は
、
上
訴
手
続
の
要
件
と
し
て
判
決
の
終
局
性
(
ロ
ロ
佐
々
)
が
要
求
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

I
タ
が
適
用
さ
れ
る
た

め
に
は
判
決
の
終
局
性
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。

(
お
)

実
体
的
事
項
に
基
づ
か
な
い
終
局
判
決
と
い
う
の
も
あ
り
得
る
が
、
そ
の
場
合
は
再
訴
が
可
能
で
あ
る
こ
と
は
言
、
つ
ま
で
も
な
い
。
例
え
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訴え

ば
、
再
訴
可
能
な
訴
え
却
下
(
ロ

S
Z
F
Z『
弘
吉
昆
回
目
白
-
三
円

F
S
ζ
S
E
R
m
)
は
そ
の
例
で
あ
る
。

'b. 

"冊

終
局
判
決
で
な
い
場
合
は
、
後
訴
が
前
訴
と
同
一
の
訴
訟
原
因
に
基
づ
い
て
い
よ
う
が
異
な
る
訴
訟
原
因
に
基
づ
い
て
い
よ
う
が
、
そ
の

(
幼
)

判
決
は
、
同
じ
訴
訟
当
事
者
間
で
の
後
訴
に
お
い
て
終
局
的
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
の
判
決
は
混
同
効
や
遮
断
効
と
し
て
働
く
こ
と
は
な
い
。

は
た
ま
た
、
そ
の
判
決
が
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
や
ダ
イ
レ
ク
ト
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
と
し
て
働
く
こ
と
も
な
い
。

レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
は
、
前
訴
の
判
決
が
下
さ
れ
た
後
に
後
訴
が
行
わ
れ
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
後
訴
の
方
が
、
前
訴
の
判
決
が
下
(
引
)

さ
れ
る
以
前
に
始
め
ら
れ
て
い
る
場
合
や
、
前
訴
そ
の
も
の
が
始
め
ら
れ
る
以
前
に
後
訴
の
方
が
始
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
も
適
用
で
き
る
。

同
一
の
訴
訟
原
因
を
含
ん
で
い
る
か
又
は
同
一
の
争
点
を
含
ん
で
い
る
こ
つ
の
訴
訟
が
、
同
じ
訴
訟
当
事
者
間
で
行
わ
れ
、
そ
れ
ら
の
両
方

が
係
属
中
で
あ
る
と
い
う
場
合
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
ど
ち
ら
の
訴
訟
が
最
初
に
始
め
ら
れ
た
か
は
問
題
で
は
な
い
。
最
初
に
終
局
判
決
を

(
位
)

下
し
た
方
が
、
も
う
片
方
の
訴
訟
に
対
し
て
終
局
的
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
の
場
合
に
も
言
え
る
こ
と
で
あ

る。

5
.
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
の
効
果

(
ニ
原
告
勝
訴
の
判
決
の
場
合
|
混
同
効

(
B
R
m
q
)

原
告
が
被
告
に
訴
え
を
起
こ
し
、
金
銭
の
支
払
い
を
命
じ
る
有
効
で
終
局
的
な
原
告
勝
訴
の
判
決
が
下
さ
れ
た
場
合
、
原
告
の
訴
訟
原
因

(
必
)

は
消
滅
さ
せ
ら
れ
、
そ
の
勝
訴
判
決
を
前
提
と
し
た
新
た
な
訴
訟
原
因
が
と
っ
て
代
わ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
原
告
の
訴
訟
原
因
は
勝
訴

判
決
に
混
同
さ
れ
る
。
被
告
が
そ
の
訴
訟
に
お
い
て
抗
弁
写
え
E
8
)
で
き
た
か
否
か
は
重
要
で
は
な
い
。
原
告
の
勝
訴
判
決
の
根
拠
も
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重
要
で
は
な
い
。

原
告
が
、
被
告
に
金
銭
支
払
い
を
命
じ
る
有
効
で
終
局
的
な
判
決
を
勝
ち
取
っ
た
場
合
、
同
一
の
訴
訟
原
因
は
消
滅
さ
せ
ら
れ
、
勝
訴
判

決
に
混
同
さ
れ
る
。
原
告
が
同
一
の
訴
訟
原
因
に
基
づ
い
て
訴
訟
を
起
こ
し
て
き
て
も
、
被
告
は
抗
弁
と
し
て
前
訴
の
原
告
勝
訴
判
決
を
持

(
H
H
)
 

ち
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、

A
は、

B
が
自
動
車
の
衝
突
事
故
に
お
い
て
過
失
に
よ
っ
て
自
分
に
傷
害
を
与
え
た
と
し
て
、

B
に
訴

A
は
、
自
分
の
身
体
へ
の
深
刻
な
損
害
を
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

B
は
A
に
一
万
ド

え
を
起
こ
し
た
。

口
頭
弁
論
に
お
い
て
、

一事不再理の効力と既判力(拘束力)について(1)

ル
支
払
う
べ
き
旨
の
判
決
が
下
さ
れ
た
(
前
訴
)
。
そ
の
後
、

A
の
傷
害
は
、
前
訴
で
見
た
と
き
よ
り
も
も
っ
と
深
刻
で
あ
る
よ
う
に
思
え

て
き
た
。
し
か
し
、

A
が
当
該
自
動
車
衝
突
に
基
づ
く
後
訴
を

B
に
起
こ
す
こ
と
は
、
前
訴
の
判
決
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

原
告
が
被
告
に
対
し
て
有
効
で
終
局
的
な
勝
訴
判
決
を
勝
ち
取
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
定
額
を
支
払
わ
れ
る
べ
き
場
合
は
、
そ
の
金
額
に

応
じ
た
金
銭
債
務
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
原
告
は
、
こ
の
勝
訴
判
決
を
前
提
と
し
た
訴
訟
、
例
え
ば
前
訴
の
勝
訴
判
決
の
強
制
執
行

(
伺
凶

REOD)
の
手
続
を
維
持
で
き
る
。
原
告
が
前
訴
の
勝
訴
判
決
を
前
提
と
し
た
訴
訟
を
起
こ
し
て
き
た
場
合
、
被
告
は
前
訴
の
判
決
に

(
必
)

対
し
て
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
ア
タ
ッ
ク

(g-EO邑
島
田
nw)

を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
前
訴
の
判
決
が
無
効
で
な
い
限
り
、
た
と
え
被
告
が

(
叫
叩
)

前
訴
に
お
い
て
出
廷
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
前
訴
の
判
決
を
前
提
と
し
た
後
訴
は
維
持
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
被
告
は
、
後
訴
に
お
い
て
、

(
灯
)

前
訴
の
判
決
が
下
さ
れ
た
後
に
出
て
き
た
抗
弁
を
持
ち
出
し
て
よ
い
。

(
二
)
被
告
勝
訴
の
判
決
の
場
合

l
遮
断
効

(
e
R
)
|
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有
効
で
終
局
的
な
被
告
勝
訴
判
決
が
実
体
的
事
項
に
つ
い
て
下
さ
れ
れ
ば
、
原
告
は
同
一
の
訴
訟
原
因
に
基
づ
く
訴
訟
を
維
持
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
被
告
勝
訴
の
判
決
が
実
体
的
事
項
に
つ
い
て
下
さ
れ
れ
ば
、
前
訴
の
訴
訟
原
因
は
消
滅
さ
せ
ら
れ
、
法
的
に
は
存
在
し
な
い



説

(ω) 

も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
原
告
は
同
一
の
訴
訟
原
因
に
基
づ
く
訴
訟
を
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
前
訴
の
被
告
勝
訴

判
決
に
暇
庇
が
あ
ろ
う
と
も
、
原
告
は
同
一
の
訴
訟
原
因
に
基
づ
い
て
後
訴
を
起
こ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
被
告
は
前
訴
の
勝
訴
判
決
を
遮

論

断
効
と
し
て
信
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
以
下
の
よ
う
な
例
外
的
な
場
合
が
あ
る
。
実
体
的
事
項
に
基
づ
か
な
い
有
効
で
終
局
的
な
被
告
勝
訴
判
決
が
下
さ
れ
た
場
合
、

(
却
)

原
告
は
前
訴
の
訴
訟
原
因
に
基
づ
く
訴
訟
を
維
持
し
て
よ
い
。
但
し
、
前
訴
の
判
決
は
、
ダ
イ
レ
ク
ト
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
と
し
て
、
前
訴
に

お
い
て
実
際
に
判
断
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
終
局
的
で
あ
る
。
被
告
の
勝
訴
判
決
が
実
体
法
で
は
な
く
単
に
手
続
法
に
の
み
基
づ
い
て
い
る

場
合
、
そ
の
判
決
は
実
体
的
事
項
に
基
づ
い
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
例
え
ば
、
被
告
に
対
す
る
裁
判
権
が
な
い
と
か
、
そ
の
訴
訟
物
に
対

す
る
裁
判
権
が
な
い
と
か
、
原
告
の
訴
状
に
暇
杭
が
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
被
告
勝
訴
判
決
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
次
の
よ
う
な
例
外
的
な
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
、
被
告
が
二
つ
の
抗
弁
(
号
『
2
8
)
を
し
て
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
実
体
的
事

項
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
も
う
片
方
が
実
体
的
事
項
に
基
づ
か
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
も
あ
り
得
る
。
そ
し
て
、
被
告
勝
訴
の
判
決
が
下

さ
れ
た
と
す
る
。
そ
の
後
、
原
告
が
、
同
一
の
訴
訟
原
因
に
基
づ
い
て
後
訴
を
し
て
き
た
場
合
、
被
告
は
前
訴
の
勝
訴
判
決
を
遮
断
効
と
し

(
閃
)

て
信
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
前
訴
の
勝
訴
判
決
が
実
体
的
事
項
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
責
任
は
被
告
が
負
う
。
そ
の
勝
訴

判
決
が
実
体
的
事
項
に
基
づ
く
抗
弁
に
基
づ
い
て
い
る
か
否
か
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
場
合
は
、
原
告
は
後
訴
を
維
持
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら

(
日
)

れ
な
い
。
ま
た
、
被
告
勝
訴
の
判
決
が
こ
つ
の
根
拠
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
根
拠
の
片
方
が
実
体
的
事
項
で
も
う
片
方
が
実
体
的
事

項
で
は
な
い
場
合
、
ど
ち
ら
か
一
方
だ
け
で
そ
の
判
決
を
支
え
る
十
分
な
根
拠
と
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
判
決
が
両
方
の
理
由
に
基

(
臼
)

づ
い
て
い
る
場
合
も
あ
り
得
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
同
一
の
訴
訟
原
因
に
基
づ
く
後
訴
が
禁
止
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
被
告
に
対
す
る
裁
判
権
が
存
在
し
な
い
こ
と
と
、
訴
訟
原
因
が
何
ら
証
明
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
被
告
勝
訴
の
判
決
が
下
(
日
)

さ
れ
た
場
合
、
後
者
の
判
断
は
明
ら
か
に
無
用
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
被
告
に
対
す
る
裁
判
権
を
も
っ
た
裁
判
所
で
の
後
訴
は
許
容
さ
れ
る
。
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ま
た
、
第
一
審
裁
判
所
が
、
実
体
的
事
項
と
そ
う
で
は
な
い
事
項
を
理
由
と
し
て
被
告
勝
訴
の
判
決
を
下
し
、
上
訴
審
が
実
体
的
事
項
で

は
な
い
理
由
の
み
に
基
づ
い
て
原
審
を
維
持
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
原
告
が
同
一
の
訴
訟
原
因
に
基
づ
く
後
訴
を
し
て
き
で
も
禁

(
日
)

止
さ
れ
な
い
。

一事不再理の効力と既判力(拘束力)について(1)

更
に
は
、
次
の
よ
う
な
例
外
的
な
場
合
が
あ
る
。
原
告
の
証
拠
が
、
そ
の
訴
状
で
主
張
さ
れ
て
い
る
訴
訟
原
因
と
異
な
る
訴
訟
原
因
を
証

明
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
訴
状
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
実
と
口
頭
弁
論
で
証
明
さ
れ
た
事
実
と
の
不
一
致
す
邑

g
g
)
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
陪
審
が
被
告
に
有
利
な
評
決
を
下
す
な
ら
ば
、
原
告
は
、
元
々
の
訴
状
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
訴
訟
原
因
に
基
づ
く
後
訴
を

(
白
山
)

維
持
す
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
不
一
致
が
存
在
す
る
限
り
、
前
訴
で
の
証
拠
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
訴
訟
原
因

(
日
)

に
基
づ
い
て
後
訴
を
維
持
す
る
こ
と
は
妨
げ
ら
れ
な
い
。
た
と
え
、
前
訴
に
お
い
て
訴
状
を
修
正
で
き
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
し
て
も
で
あ

る
。
か
か
る
不
一
致
が
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
場
合
は
、
裁
判
所
は
被
告
に
有
利
な
評
決
を
指
示
す
る
こ
と
は
し
な
い
。

6
1
小
括

以
上
、
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

1
タ
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
。
こ
の
原
理
は
、
終
局
判
決
の
終
局
性
を
維
持
し
よ
う
と
い
う
考
え
が
も
と

に
な
っ
て
い
た
。
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ
|
タ
に
は
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
が
含
ま
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
両
者
は
そ
の
機
能

に
お
い
て
相
違
が
あ
っ
た
。
後
述
す
る
が
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
は
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
ィ
カ

l
タ
か
ら
派
生
し
た
原
理
で
あ
り
、
前
訴
と
後
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訴
に
お
い
て
訴
訟
原
因
が
同
一
で
あ
る
場
合
(
も
っ
と
正
確
に
言
え
ば
、
前
訴
と
後
訴
に
お
い
て
訴
追
さ
れ
て
い
る
犯
罪
が
同
一
で
あ
る
場

合
)
に
後
訴
そ
の
も
の
を
禁
止
す
る
機
能
を
も
っ
て
い
る
。
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
は
、
今
で
こ
そ
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
と
い

う
終
局
判
決
の
効
力
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
が
、
実
は
、
か
つ
て
は
そ
う
で
な
か
っ
た
。
筆
者
は
、
こ
の
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
が
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円 lトIトlト弐・1-¥tくムれて士ミ C~ 'ï\七ミ. ';;-' t-! 棋盟主Jνムrく.:;-，吋 fトヤ択一司、!l百五~~制与ヰν エ 0{!摺製品){!.~崎県 j心~'話芸

て fトヤ L41計眠時毘唾稔)~ぷ;t;~l'Q C~-%'令-Q~込'時JC~~ !l' ~'r\ 弐. :;-， t-!:丈 fト干-'J士主写会'時JC~1ll国頃'!!写会 !l 0 2. ν総括

~l'Q唱蹴込時令。。活重

柑

(~)ト穴::---R C ム rく. :;--.吋 fトヤ快ーもさロート斑C ["国主宰跡事事 C~卓'* ( exceptio rei judicatae) J .'.l +<長崎賑三重Jνエ時 (See
Robert Von Moschzisker， Res Judicata， 38 YALE L.J. 299， 299 (1928))。ム rく.:;--.吋 fト干沢一、 C ;)8掛会jZ選~~{!.，.;> C -'J~ν' 
ALLAN D. VESTAL， REs JUDICATAlPREcLUSION V-17 to V-28 (1969). EB口総縦士主ムK'';;--'riiトヤ長一弘北j蛍寧跡型車ム幅杓~(田

口・ !長田1眠)巴{阻章生十4当国主喜章子ミもJ艇者+矢崎心l!l1D.，Q.lf二時 (田{四・ 1・同-¥-l]nn()。

(N) See Developments in the Law Res Judicata， 65 HARV. L. REv. 820， 820 (1952).ムK':;--.吋弘、--R -~C ! ;桜;g;~ポ医im( C漏~AJ

~ ¥-" AMERICANLAWINSTITUTE，RESTATEMENTOFTHE LAwOFJUOGMENTS， ~~4ト72(1942) [hereinafter REST A TEMENT]; AMERICAN 

LAW INSTITUTE， RESTATEMENT OF THE LAW JUOGMENTS 20， ~~17-29 (1982) [hereinafter RESTATEMENT 20]; CHA.RLES ALAN 

WRIGHT ET AL.， FEOERAL PRACTICE ANO PROCEOURE，錨4401-4426(1981); 21 AM. JUR. 20 Criminal Law ~~431 -465 (1998). 

(的)See supra note 2， 65 HARV. L. REv. at 820. 

(司)See Alan N. Polasky， Collateral Estoppel-Effects of Prior Litigation， 39 IOWA L. REV. 217， 219 (1954); Fleming James， Jr.， Consent 

Judgment as Collateral Estoppel， 108 U. PA. L. REv. 176， 184 (1959). 

(ω) See supra note 2， 65 HARV. L. REv. at 820. 

(<0) See James， supra note 4， 108 U. PA. L. REv. at 184. 

(ト)See supra note 2， 65 HARV. L. REv. at 820. 

(∞) See Austin Wakeman Scott， Collateral Estoppel by Judgment， 56 HARV. L. REV. 1，1 (1942). 

(∞) See id.; Moschzisker， supra note 1，38 Y ALE L.J. at 299. 
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(S;) See James， supra note 4，108 U. PA. L. REv. at 184. 

(口)Moschzisker， supra note 1，38 YALE L.J. at 315-16. 

(自)See Danie1 K. Mayers & F1etcher L. Yarbrough， Bis Vexari: New Trials and Successive Prosecutions， 74 HARV. L. REV. 1，31 (1960) 

(citing Jacobson v. Miller， 41 Mich. 90， 93 (1879) (opinion of Coo1ey， J.)). 

(出)See id. at 31-32. 

(ヨ)SeeJames， supra note 4，108 U. PA. L. REv. at 184. 

(出)See Mayers & Yarbrough， supra note 12，74 HARV. L.駐V.瓜 31;supra note 2， 65 HARV. L. REv. at 827. 

(ヨ)See Mayers & Yarbrough， supra note 12，74 HARV. L. REv. at 31; supra note 2， 65 HARV. L. REv. at 827-28. 

(口)See Moschzisker， supra note 1，38 Y ALE L.J. at 299. 

(~) See id. 

( ;:;) See id. 

(自)Marsh v. Pier， 4 Raw1e 273， 288 (Pa. 1833). 

(お)See Moschzisker， supra note 1，38 YALE L.J. at 300. 

(m Seeid. 
(幻)See James， supra note 4，108 U. PA. L. REv. at 176. 

(~)給制医図G~I:組出るやG訴以 0 エ ν~"\(d絡をご ν;滞E玄J ドエ予Q-，i) G ょJ-.J ¥--" Scott， supra note 8， 56 HARV. L. REV. at 22-26. 

百~í憶おや I~ I G1権百;al!!正困 (samecause of action) J ~嬰引い千Q -，i) Gti I~ I G黒田正 (sameoffence) Jや持母 (SeeGene T. 
Stone， Res Judicata in Criminal Cases， 27 TEx. L. REv. 231， 232 (1948))。
(自)See supra note 2， 65 HARV. L. REV. at 820 n.1. 

(自)See Allen v. McCurry， 449 U.S. 90， 95 (1980). See also Allan D. Vesta1， The Constitution and Preclusion-Res Judicata， 62 MICH. L. 

REV. 33， 34 (1963). 

(お)See Scott， supra note 8， 56 HARV. L. REV. at 2. 

(詩)脈経君臨陣-'J~' 惚係 (claim) þ<士~:1$休 (defense) ゐ~蕊心拍走♂ヰユトQ~~ぎ'阿古主， IJ..; ♂~~~安心融公♂ヰヰt{l{!-:Q~

(

同
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エ
O
以
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)
門
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宰
蛍
心
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げ
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昨
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説

必
ず
立
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
諸
要
素
で
あ
る
。
請
求
と
は
、
実
体
法
上
の
権
利
(
例
え
ば
、
金
銭
の
支
払
請
求
権
な
ど
)
の
主
張
で
あ

り
、
抗
弁
と
は
、
な
ぜ
原
告
の
請
求
又
は
そ
の
根
拠
が
無
効
で
あ
る
か
に
つ
い
て
被
告
が
申
立
て
た
理
由
で
あ
る
。
実
体
的
事
項
と
は
、
実
体

法
上
の
権
利
又
は
義
務
の
成
立
に
関
係
す
る
事
項
で
あ
り
、
訴
訟
手
続
上
の
問
題
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
体
的
事
項
と
は
、

裁
判
所
が
訴
訟
を
終
局
的
に
解
決
す
る
上
で
実
質
的
な
審
理
を
す
べ
き
事
項
で
あ
り
、
且
つ
実
体
裁
判
の
理
由
の
一
部
又
は
全
部
に
お
い
て
考

慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
で
あ
る
。

(
却
)
こ
の
効
力
は
、
一
九
四
二
年
の
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
に
お
い
て
「
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
」
と
命
名
さ
れ
た

(
M
R
m
g
t国
富
山
ヨ
J

E
h
H
5
5
8
N
-
窓
∞

-auwま
)
。
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
こ
れ
が
最
初
で
あ
る
と
言
わ
れ
て

い
る

2
2
m♀
音
声
思
円
E
5・
0
込
宮
定
、
ミ

FH号
、
ミ
S
門りえさ志向~門
K
R
P
-唱
A
B
C
-
F
r
r
m
出凶咽凶

ur--凶
凶
)
。
田
口
教
授
は
「
副
次
的
禁
反
言
」

と
訳
さ
れ
(
田
口
・
一
ム
ハ
六
頁
)
、
田
宮
博
士
は
「
付
随
的
禁
反
言
」
と
訳
さ
れ
る
(
田
宮
・
一
九
七
頁
)
。
本
稿
に
お
い
て
筆
者
は
あ
え
て

「
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
。
「
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
」
と
い
う
言
葉
は
禁
反
言
と
訳
さ
れ
る
の
が
最
も
一
般
的
で
あ
る

が
、
果
し
て
「
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
」
が
禁
反
言
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。

(叩

)
h
R
Jヘ白同町田〈
-
C
E同町内回
ω
S
S
F
凶
E
C
-∞-
M
唱
∞
・
凶
凶
凶
山
市
凶
(
】
ま
J
可
)
一

c=-sag白同町田〈・冨
EE巴ロ伺耳目
EPEn--
足
。

C
M・凶mr凶∞(】沼山明。)山内
5
5宅四国〈・

。。
z
s
q
o『
ωHR・-唱ム
C
・ω・凶
2
・凶凶
M
'
出
会
∞
吋
mc・

(
む
)
同
町
内

ω
g
p
h宅
S
S
E
-
出
国
民
〈
「
旨
〈
担
問
凶
hw
ロ・凶・

(辺

)
h
2
5吉
田
』

wEgzz-言、
S
E
E
M
-
豆
国
詰
〈
-
r
m開
〈
・
民
話
国
・

5
・

(お
)

M
町R向司
E脂同
g
包R.
【のQリザ。同号咽.〈.司E白

凶沼'出(会-∞当叫示晶
ε苧)γ.M昨町r町司2hぬH
な宮。〉

=
g
。.〈刊
g回
E.
同同円.迫誌器司

s=ミ同
z冷ミ『【内口リυ以』恒
ε宮恒ε宮bs町喜喜、、u
、ミ司門え~雪足s句凡s。苫P.
凶=品同宮。
t毛宅〉「「.河宮開〈.】ア.凶ム{2-ま∞
g).
な
お
、
か
か
る
機
能
の
相
違
を
分
析

し
て
い
る
文
献
と
し
て
、
吉
村
徳
重
「
判
決
理
由
中
の
判
断
の
拘
束
力
|
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
の
視
点
か
ら
」
『
法
政
研
究
』
一
二
三

巻
三
H

六
号
(
一
九
六
七
年
)
四
六
一

l
六
三
頁
参
照
。

(
弘
)
同
町
内

Z
O
R
Z
Eの。
Baga--ESι
『
向
。
宮
、
礼
子
斗
凶
ベ
〉
E

r
同-
N
E
M
-
N
∞凶ロ・

5
凶
(
3
a
)・

(お)』町内向
h
R
h
u
B
E
R
M
-
S
E〉同〈・問、

.
E〈
-a
∞MM
・

(
お
)
殿
町
民
・
包
∞
出
・

(幻

)hrzh・

首命
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(~) See RESTATEMENT， supra note 2， ~41 commmenta， at 161; RESTATEMENT 20， supra note 2， ~13 comment a， at 132. 

(忠)See RESTATEMENT， supra note 2， ~41 commment仇at162. 

(宕)See id. ~42 comment e， at 164. 

(ミ)See id. ~43 comment a， at 169; RESTATEMENT 20， supra note 2， ~ 14 comment a， at 142. 

(ミ)See RESTATEMENT， supra note 2， ~43 comment a， at 170; RESTATEMENT 20， supra note 2， ~14 comment a; at 142. 
(手)See RESTATEMENT， supra note 2， ~47 commenta， at 181; RESTATEMENT 20， supra note 2， ~18ωmment a， at 152. 

(~) See RESTATEMENT， supra note 2， ~47 comment b， at 182; RESTATEMENT 20， supra note 2， ~18 ∞mment b， at 152. 

(宮) 11 Iト 1ト lトヨミ・ト身、"~-'J笠'母子。 1稔訴さ昨握144ヰユ ν' 摺*E;'~理主E;' l強制'\JトれJ 与己記事字表E;'嶺i索、~.附忠良ドト(1IJ -'J t-ノペト。。

~"ム ξ\ .L・・ト身、れれ (direct attack) -'J笠凶畏れJ ヰ~t{) O 主hヤムれム・ト身、ト・そ\-'J士主'専務!Rドー杓~{.!~ 1 E;'l信制¥lト握.'..!.;qエ

ν' 時'E;'写字~E;'議事ミヤ判日長，.，..fOQ')心'¥J~foQ o 時'E;'胡〈副~:t1'ベ1憶(appea1) -'J lH!:機関 (new凶al) E;'岳制や時時。

(写)See RESTATEMENT， supra note 2， ~47 comment e， at 185-86; RESTATEMENT 20， supra note 2， ~18 comment C， at 154. 

(号)See REsTATEMENT， supra note 2， ~47 comment e， at 186; RESTATEMENT 20， supra note 2， ~ 18 comment C， at 154 

(~) See RESTATEMENT， supra note 2， ~48 commenta， at 191; RESTATEMENT 20， supra note 2， ~19 commenta， at 161. 

(~) See RESTATEMENT， supra note 2， ~49 comment a， at 193-94; RESTATEMENT 20， supra note 2， ~19 commenta， at 161. 

(呂)See RESTATEMENT， supra note 2， ~49 comment C， at 196. 

(8) See id. 

(岱)See id. 

(岱)See id. 

(苫)See id. 

(巴)See id. ~52 comment e， at 204. 

(沼)See id. 
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，;比

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
パ
デ
イ

(己

gzo」
g宮
同
丘
、
)

'̂、ulls 

こ
れ
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ
を
検
討
し
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
も
、
裁
判
の
終
局
性
を
維
持

す
る
と
い
う
基
本
的
な
考
え
方
は
、
前
述
の
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
相
手
が
刑
事
訴
訟
に
な
る
と
、
被
告
人
を

国
家
訴
追
権
限
の
濫
用
か
ら
保
護
す
る
と
い
う
憲
法
上
の
要
請
が
あ
る
。
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
は
、
こ
の
要
請
を
実
現
す
る
べ
く
、
レ
ス
・

ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
を
被
告
人
保
護
の
見
地
か
ら
構
成
し
直
し
た
も
の
と
一
冨
守
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
原
理
も
、
犯
罪
が
複
雑
多
様
化
し

て
い
る
現
代
社
会
に
お
い
て
、
従
来
ど
お
り
の
解
釈
の
ま
ま
だ
と
被
告
人
の
保
護
に
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
露
呈
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
の

不
十
分
さ
が
検
察
官
の
恋
意
的
な
分
割
起
訴
を
容
易
に
し
て
い
る
。
こ
の
不
十
分
さ
を
補
っ
て
検
察
官
の
恐
意
的
な
分
割
起
訴
を
防
止
し
て

い
く
た
め
の
解
決
策
と
し
て
、
コ
ン
パ
ル
ソ
リ

l
・
ジ
ョ
イ
ン
ダ

l
(
8
5吉
一
目
。
ミ

τ5号
『
)
や
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル

(
g
-
Z
R
E
 

豆
町
田
円
。
宅
問
-
)
が
登
場
し
て
く
る
。

1
・
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ
の
沿
革

今
日
、
ダ
ブ
ル
ジ
エ
パ
デ
イ
は
合
衆
国
憲
法
第
五
生
に
規
定
さ
れ
て
い
る
o

日
く
、
「
何
人
も
同
一
の
犯
罪
に
つ
い
て
再
度
生
命
又

は
身
体
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
は
い
け
な
い
(
ロ

O
Z
E
-
-
S〕二百
3
8
吉
田
口
£
目
2
P
2
-
5
S
B
E
)叫
P
R
o
g
σ
2
5
8
宮
二
口
』
向
。
匂
白
岡
-a旬。『

E
P

(2) 

。
こ
弓
σ)
」
と
(
以
下
こ
れ
を
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ
条
項
と
呼
ぶ
)
。
し
か
し
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
パ
デ
イ
の
起
源
は
不
明
確
で
あ
る
。
合
衆

(3) 

国
憲
法
第
五
修
正
の
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ
条
項
は
二

O
O
年
前
の
言
葉
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
起
草
者
た
ち
は
、
更
に

(4) 

以
前
の
イ
ギ
リ
ス
法
の
発
展
を
見
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
の
沿
革
は
イ
ギ
リ
ス
法
か
ら
始
め
る
必
要
が
あ
る
。
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マ
グ
ナ
カ
ル
タ
に
は
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ
条
項
に
類
似
し
た
規
定
も
存
在
し
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
意
味
合
い
の
箇
所
も
見
当
た
ら

な
か
っ
た
。
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ
の
起
源
と
意
味
は
多
種
多
様
で
あ
り
微
妙
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
て
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
パ
デ
イ

が
形
成
さ
れ
て
い
く
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、

ヘ
ン
リ
l
二
世

(
Z
Sミ
ロ
)
と
ベ
ケ
ッ
ト
大
司
教
(
〉
R
V豆
島
昌
司
目
5
5
2

∞R
宮
門
)
と

の
論
争
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
争
は
、
教
会
裁
判
所

(
O
R
E
S
S
E
-
g
E
)
で
有
罪
に
な
っ
た
聖
戦
者
は
国
王
の
世
俗
裁
判
所
有
吉
宮
邑

で
更
に
処
罰
さ
れ
う
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ヘ
ン
リ
l
二
世
は
、
一
一
六
三
年
に
、
教
会
裁
判
所
で
既
に
無
罪
に
さ

(5) 

れ
て
い
る
聖
職
者
を
再
度
審
理
す
べ
き
こ
と
も
主
張
し
て
い
た
。
一
方
、
ベ
ケ
ッ
ト
大
司
教
の
主
な
主
張
は
、
こ
の
聖
職
者
を
国
王
の
世
俗

noロ
コ
)

一事不再理の効力と既判力(拘束力)について(1 ) 

裁
判
所
で
更
に
処
罰
す
る
こ
と
が
「
何
人
も
同
一
の
犯
罪
に
つ
い
て
再
度
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い

格
言
に
違
反
す
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

ベ
ケ
ッ
ト
大
司
教
が

(Z目

B
o
z
-口
五
壱
目
zg)
」
と
い
う

一
一
七
六
年
に
ヘ
ン
リ
l
二
世
は
譲
歩
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
出
来
事
は
、

掲
げ
た
格
言
が
考
慮
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
国
王
の
裁
判
官
た
ち
に
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
国
王
と
聖
職
者
と
の
論
争
が
、
イ
ギ
リ
ス
に
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
の
思
想
が
形
成
さ
れ
て
い
く
基
礎
を
築
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
発
展
過
程
は
平
坦
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ベ
ケ
ッ
ト
大
司
教
の
主
張
が
、
以
後
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
貫
か
れ
た

わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
聖
職
者
を
殺
害
し
た
世
俗
人
(
戸
白
石
2
8ロ
)
が
教
会
裁
判
所
だ
け
で
な
く
世
俗
裁
判
所
で
も
処
罰
さ
れ
た
事
件

が
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
聖
職
者
た
ち
は
「
何
人
も
同
一
の
犯
罪
に
つ
い
て
再
度
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
格
言
を

主
張
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
こ
の
格
言
は
人
権
思
想
に
基
づ
い
て
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
聖
職
者
の
特
権
を
保
護
す
る
た
め
の
道

い
わ
ば
国
王
と
聖
職
者
と
の
代
理
戦
争
の
道
具
で
あ
っ
た
。

一
七
世
紀
の
後
半
に
な
る
と
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
パ
デ
イ
の
重
要
性
が
ま
す
ま
す
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、

具
に
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
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し
か
し
、

六
O
年
の
リ
l
ド
判
決
に
お
い
て
、
王
座
裁
判
所
(
向
。

E
民
自
ロ
聞
出
回
目
ロ
n
E
)

は
、
訴
追
者
(
私
人
を
含
む
)
は
無
罪
判
決
の
後
に
再
審
理

(6) 

を
求
め
る
権
利
は
な
い
と
判
断
し
た
。
ま
た
、
一
六
六
八
年
の
ル

i
ウ
イ
ン
判
決
と
マ

l
チ
ャ
ン
ト
判
決
に
お
い
て
は
、
軽
罪
(
呂
田
・



説

(
7
)
 

号

B
o
g
g『
)
に
つ
い
て
有
罪
判
決
が
下
さ
れ
た
後
の
再
審
理
を
認
め
な
か
っ
た
。
更
に
は
、
一
六
六
四
年
の
ト
l
マ
ス
判
決
に
お
い
て
は
、

(
8
)
 

被
告
人
が
ウ
ェ

l
ル
ズ
に
お
い
て
謀
殺
に
つ
い
て
無
罪
に
さ
れ
た
後
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
再
訴
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
と
判
断
さ
れ
た
。

長命

ベ
ケ
ッ
ト
大
司
教
が
持
ち
出
し
た
「
何
人
も
同
一
の
犯
罪
に
つ
い
て
再
度
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
格
言
は
、

国
王
と
教
会
と
の
権
力
構
造
の
中
で
お
互
い
の
特
権
を
保
護
す
る
と
い
う
視
点
で
は
な
く
、
人
権
擁
護
の
視
点
か
ら
解
釈
さ
れ
始
め
た
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
当
時
の
議
会
が
、
厳
格
な
刑
事
罰
を
多
く
規
定
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
も
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
パ
デ
イ
の
重
要
性
が

認
識
さ
れ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
。
犯
罪
規
定
の
数
や
刑
罰
の
厳
格
さ
が
増
す
に
連
れ
て
被
告
人
の
防
御
が
よ
り
重
要
に
な
っ
て
き
た
の
で

(
9
)
 

ゑ

γhv
。

こ
こ
に
至
っ
て
、

ア

メ

リ

カ

の

法

律

家

に

多

大

な

影

響

を

与

え

た

の

は

、

ク

ッ

ク

で

あ

る

。

彼

ら

は

、

ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ
の
概
念
を
明
確
に
し
て
、
そ
の
重
要
性
を
見
出
し
た
。
そ
の
中
で
も
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
は
、
「
前
の
無
罪
の
抗

(内
O
R
伺
)
と
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン

(盟陪
nr閉
件
。
口
町
)

弁
(
立
問
阻
止

E
H可も
h
h
R
S
E
)
は
普
遍
的
な
格
言
に
基
づ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
何
人
も
同
一
の
犯
罪
(
由
自
由
。

S
R
O
)
に
つ
い
て
再

(
叩
)

度
生
命
の
危
険
に
置
か
れ
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
合
衆
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
る
一
八
世
紀
の
後
半
に
も
-
な
れ
ば
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ

は
、
前
の
無
罪
の
抗
弁
、
前
の
有
罪
の
抗
弁
(
勺

-
g
a
a号
き
な

g
E
2
)、
前
の
私
権
剥
奪
の
抗
弁

(
1
8
0
2号
も
な
書
官
同
)
と
し
て

(
口
)

認
識
さ
れ
て
い
た
。

イ
ギ
リ
ス
の
コ
モ
ン
ロ
ー
で
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
を
通
し
て
「
何
人
も
同
一
の
犯
罪
に
つ
い
て
再
度
危
険
に
お
か
れ
る
こ
と
は
な
い
」

(ロ)

と
い
う
法
格
言
が
定
着
し
て
い
っ
た
。
訴
訟
法
的
に
は
、
「
前
の
無
罪
の
抗
弁
」
と
「
前
の
有
罪
の
抗
弁
」
と
し
て
確
立
さ
れ
た
。
前
者
は
、

「
何
人
も
正
式
起
訴

(-EFags円
)
ま
た
は
そ
の
他
の
訴
追
に
基
づ
い
て
、
当
該
犯
罪
に
つ
き
裁
判
権
を
有
す
る
裁
判
所
に
お
い
て
一
度

正
当
に
罪
責
な
し
と
し
て
放
免
さ
れ
た
と
き
は
、
同
一
の
犯
罪
に
つ
い
て
、
後
の
訴
追
を
禁
止
す
る
よ
う
そ
の
放
免
を
申
し
立
て
る
」
こ
と

(
日
)

を
意
味
す
る
。
後
者
は
、
「
同
一
の
犯
罪
に
つ
い
て
の
前
訴
の
有
罪
宣
告
は
、
後
訴
の
判
決
が
い
ま
だ
下
さ
れ
て
い
な
い
と
き
で
も
、
ま
た

北法51(1.28)28 



(M) 

お
そ
ら
く
将
来
に
も
下
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
と
き
で
も
後
訴
を
禁
止
す
べ
き
有
効
な
事
由
と
な
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。

イ
ル
ズ
判
決
に
お
い
て
は
、
「
刑
事
事
件
が
、
審
問
お
よ
び
判
決
に
つ
き
裁
判
権
を
有
す
る
裁
判
所
で
判
決
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
判
決

は
、
無
罪
の
形
を
と
る
も
の
で
あ
れ
有
罪
の
形
を
と
る
も
の
で
あ
れ
、
判
決
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
終
局
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
同
一
の
犯

(
日
)

罪
に
つ
い
て
、
再
訴
を
禁
止
す
る
た
め
の
抗
弁
権
を
与
え
る
」
と
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
が
、
国
家

の
権
限
濫
用
の
抑
制
や
被
告
人
の
人
権
保
護
を
明
確
に
意
識
し
て
い
た
か
は
定
か
で
は
な
い
。
単
な
る
手
続
上
の
権
利
の
域
に
止
ま
っ
て
い

た
印
象
を
ぬ
ぐ
え
な
い
。

一
八
九
O
年
の
マ

一事不再理の効力と既判力(拘束力)について(1)

一
七
世
紀
一
八
世
紀
を
と
お
し
て
、
大
西
洋
を
渡
っ
て
ニ
ュ

l
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

に
受
け
継
が
れ
、
そ
こ
か
ら
更
に
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
七
九
一
年
に
は
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
に
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ

デ
ィ
条
項
が
明
記
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ
が
国
家
と
個
人
の
対
峠
と
い
う
明
確
な
視
点
で
と
ら
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
条
項
が
制
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
長
い
歴
史
を
通
し
て
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ
は
、
好
余
曲
折
を
重
ね
な
が
ら
も
発
展
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
傍
ら
、

(
日
)

一一

0
0
年
代
か
ら
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

i
タ
も
導
入
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ
と
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
の

(
げ
)

関
係
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
疑
問
が
出
て
く
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
「
何
人
も
同
一
事
実
に
つ
い
て
再
度
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
」
と
い
う
格
言
は
、
民
事
訴
訟
で
は
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
の
抗
弁
の
形
を
と
り
、
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
は
前
の
無
罪
の
抗
弁
及
び

(
日
)

前
の
有
罪
の
抗
弁
の
形
を
と
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
民
事
訴
訟
で
あ
ろ
う
が
刑
事
訴
訟
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
の
抗
弁
に
お
い
て
重
要
な
こ
と

(
ゆ
)

は
、
前
訴
に
お
い
て
判
決
が
下
さ
れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
両
者
と
も
、
基
本
的
な
考
え
方
に
お
い
て
、
裁
判
の
終
局
性

(
出
口
佐
々
)
を
保
護
す
る
と
い
う
共
通
の
目
的
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
は
、
も
と
も
と
は
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l

(
初
)

タ
の
一
形
態
で
あ
っ
た
が
、
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
人
権
擁
護
の
見
地
か
ら
構
成
し
直
し
た
原
理
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ

北法51(1・29)29

」
の
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
の
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
は
、



説

は
、
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
の
よ
う
に
訴
訟
事
件
の
増
大
を
意
識
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
被
告
人
へ
の
弾
圧
や
圧
迫
を
意
識
し
て
き

(
幻
)

た
の
で
あ
る
。
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
は
、
社
会
の
平
穏
と
い
っ
た
も
の
よ
り
も
む
し
ろ
被
告
人
の
人
権
保
護
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

か
か
る
人
権
思
想
が
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
か
ら
派
生
し
て
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
と
し
て
発
展
し
た
の
で
あ
る
。

北法51(1・30)30

論

2
.
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
の
理
念

f

今
F
“憎ん、

ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
の
基
本
理
念
は
一
九
五
七
年
の
グ
リ
ー
ン
判
決
に
お
い
て
明
確
に
誼
わ
れ
て
い
る
。

「
あ
ら
ゆ
る
資
源
と
権
力
を
有
す
る
国
家
は
、
個
人
を
同
一
の
犯
罪
に
つ
い
て
有
罪
に
し
よ
う
と
何
度
も
試
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
人
を

(
お
)

困
惑
、
出
費
、
苦
痛
に
さ
ら
し
、
不
安
の
中
で
生
活
す
る
こ
と
を
強
制
し
て
、
無
事
の
者
を
有
罪
に
す
る
危
険
性
を
高
め
て
は
い
け
な
い
。
」

要
す
る
に
、
多
く
の
財
力
を
も
っ
て
い
る
国
家
が
、
財
力
の
少
な
い
個
人
を
同
一
の
犯
罪
に
つ
い
て
何
度
も
有
罪
に
し
よ
う
と
試
み
る
こ

と
は
フ
ェ
ア
で
は
な
い
と
い
う
根
本
思
想
に
基
づ
く
。
一
九
九
O
年
の
グ
レ
イ
デ
イ
判
決
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
国
家
が
か
か
る
こ
と(μ) 

を
試
み
れ
ば
、
個
人
は
疲
弊
し
、
つ
い
に
は
争
い
た
く
と
も
有
罪
の
答
弁
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
、
誤
判
の
温
床
に
な
る
。

か
か
る
根
本
思
想
は
、
裁
判
の
終
局
性
を
維
持
し
て
司
法
制
度
の
能
率
を
高
め
る
利
益
と
再
訴
に
よ
る
困
惑
と
出
費
を
回
避
す
る
被
告
人
の

利
益
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ
も
、
祖
国
は
民
訴
法
の
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
の
刑
訴

法
で
は
、
強
大
な
国
家
訴
追
権
限
と
個
人
と
の
対
時
関
係
が
顕
著
に
な
っ
た
た
め
、
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
の
個
人
的
利
益
の
側
面
が
強

調
さ
れ
て
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
が
派
生
し
た
の
で
あ
る
。
刑
訴
法
で
は
、
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
の
機
能
が
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ



と
な
っ
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
パ
デ
イ
条
項
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
の
「
前
の
無
罪
の
抗
弁
」
と
「
前

(
お
)

の
有
罪
の
抗
弁
」
を
反
映
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
結
局
は
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
の
よ
う
に
裁
判
の
終
局
性
を
確
保
す
る
た
め
の
も
の
で

あ
る
。
た
だ
、
人
権
擁
護
の
見
地
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ
条
項
は
一
七
九
一
年
に
制
定
さ
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
九
六
九
年
の

(
お
)

ベ
ン
ト
ン
判
決
に
お
い
て
は
、
第
五
修
正
の
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
条
項
が
「
我
々
の
憲
法
に
お
け
る
根
本
的
な
理
想
」
で
あ
り
、
第
一
四

(
幻
)

修
正
の
デ
ュ

l
プ
ロ
セ
ス
条
項
を
通
し
て
州
に
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
判
一
不
さ
れ
て
、
憲
法
上
の
人
権
と
し
て
不
動
の
地
位
を
得
て
い

る
。
し
か
も
、
ほ
と
ん
ど
の
州
が
第
五
修
正
の
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
条
項
と
類
似
し
た
規
定
を
州
憲
法
の
中
に
も
っ
て
い
る
の
が
現
実
で

一事不再理の効力と既判力(拘束力)について(1)

あ
る
。

3
.
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
の
機
能

前
述
の
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
条
項
は
一
七
九
一
年
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
第
五
修
正
の
ダ
ブ
ル
・

一
九
六
九
年
の
ピ
ア
ス
判
決
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
無

罪
判
決
の
後
の
同
一
の
犯
罪
に
対
す
る
再
訴
(
回
目

g
E官
E
R
E
-。
ロ
)
を
禁
止
す
る
機
能
、
有
罪
判
決
の
後
の
同
一
の
犯
罪
に
対
す
る
再
訴

(
お
)

を
禁
止
す
る
機
能
、
同
一
の
犯
罪
に
対
す
る
二
重
処
罰
を
禁
止
す
る
機
能
で
あ
る
。
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ
は
再
訴
を
禁
止
す
る
こ
と
が
主

(
m
U
)
 

な
機
能
で
あ
る
。

ジ
ェ
バ
デ
ィ
条
項
は
、
憲
法
上
三
つ
の
機
能
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

無
罪
判
決
の
後
の
同
一
の
犯
罪
に
対
す
る
再
訴
の
禁
止
は
、
前
訴
の
無
罪
判
決
に
不
服
の
あ
る
検
察
官
が
そ
の
被
告
人
に
同
一
の
犯
罪
に

つ
い
て
再
訴
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
検
察
官
が
訴
追
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
弁
論
を
研
ぎ
澄
ま
し
、
有
罪
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説

判
決
を
得
る
べ
く
被
告
人
に
反
感
を
も
っ
た
陪
審
を
探
し
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
被
告
人
を
疲
弊
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

な
ら
ば
、
法
律
の
遵
守
を
拒
否
す
る
陪
審
の
権
限
(
ロ
ロ
ロ
訟
の
固
ま
ロ
)
に
基
づ
く
無
罪
評
決
は
無
意
味
に
な
る
。
無
罪
判
決
の
後
の
再
訴
を
禁

止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
初
の
陪
審
の
評
決
に
適
切
な
終
局
性
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
陪
審
の
無
罪
評
決
が
、
無
事
で
あ
る
と
い
う

認
定
に
よ
る
の
か
、
証
拠
の
採
用
に
つ
い
て
の
誤
っ
た
判
断
に
よ
る
の
か
、
陪
審
に
よ
る
酌
量
減
軽

(
F
E
S♀
)
や
法
律
の
道
守
を
拒
否

(ω) 

す
る
陪
審
の
権
限
に
よ
る
の
か
は
問
題
で
は
な
い
。
連
邦
最
高
裁
の
判
例
に
お
い
て
も
、
無
罪
判
決
に
は
絶
対
的
な
終
局
性
が
与
え
ら
れ
て

(

出

)

(

詑

)

い
る
。
無
事
の
被
告
人
は
、
訴
追
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
る
誤
っ
た
有
罪
判
決
か
ら
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
無
罪
判
決
に
終
局
性
が
な

け
れ
ば
、
検
察
官
は
同
一
の
犯
罪
に
つ
い
て
の
訴
追
を
同
じ
被
告
人
に
繰
り
返
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
前
訴
に
お
け
る
自

(
お
)

ら
の
証
拠
の
不
十
分
な
点
と
被
告
人
側
の
証
明
の
不
十
分
な
点
を
考
慮
に
入
れ
た
上
、
優
位
な
立
場
か
ら
再
訴
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も

は
や
前
訴
は
、
検
察
官
が
再
訴
を
優
位
な
立
場
か
ら
進
め
る
た
め
の
単
な
る
予
行
演
習
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
被
告
人
は
疲
弊

吾::6、
白岡

し
て
い
く
の
で
あ
る
。

ま
た
、
有
罪
判
決
の
後
の
同
一
の
犯
罪
に
対
す
る
再
訴
の
禁
止
は
、
前
訴
の
量
刑
に
不
服
の
あ
る
検
察
官
が
そ
の
被
告
人
に
対
し
て
同
一

(M) 

の
犯
罪
に
つ
い
て
の
再
訴
を
禁
止
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
も
判
決
の
終
局
性
を
確
保
す
る
。
無
罪
判
決
の
後
の
再
訴
禁
止
と
同
様
に
、

検
察
官
が
同
一
の
犯
罪
に
つ
い
て
訴
追
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
被
告
人
を
出
費
や
困
惑
に
さ
ら
す
こ
と
を
禁
止
す
る
の
で
あ
る
。

同
一
の
犯
罪
に
対
す
る
二
重
処
罰
の
禁
止
は
、
検
察
官
が
単
独
の
一
回
の
訴
訟
の
中
で
同
一
の
犯
罪
に
つ
い
て
二
重
処
罰
を
要
求
す
る
こ

と
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
裁
判
所
が
単
独
の
一
回
の
訴
訟
の
中
で
同
一
の
犯
罪
に
つ
い
て
二
重
処
罰
す
る
こ
と
も
憲
法
上
禁
止

(
お
)

さ
れ
る
。
二
重
処
罰
が
許
さ
れ
る
か
否
か
は
立
法
機
関
の
裁
量
に
よ
る
。
ま
た
、
検
察
官
は
、
同
じ
被
告
人
に
対
し
て
同
一
の
犯
罪
に
つ
い

て
複
数
の
刑
事
訴
追
を
開
始
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
一
方
の
刑
事
訴
追
の
原
告
が
連
邦
政
府
で
、
も
う
片
方
の
刑
事
訴
追
の
原
告
が
州

(
お
)

政
府
の
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
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4
.
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ
の
効
力
発
生
の
要
件

ア
メ
リ
カ
の
実
際
の
刑
事
手
続
に
お
い
て
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
は
、
公
訴
棄
却
の
申
立

(
s
a
s
s
&
5
5
)
の
中
で
主
張
さ
れ

る
。
公
判
前
、
公
判
中
、
上
訴
審
に
お
い
て
も
主
張
で
き
る
。
仮
に
被
告
人
が
主
張
し
な
く
と
も
、
裁
判
所
の
方
で
、
前
訴
と
同
一
の
犯
罪

が
再
訴
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
け
ば
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
再
訴
を
禁
止
す
る
こ
と
も
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。

ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ
が
適
用
さ
れ
る
た
め
の
イ
ギ
リ
ス
の
コ
モ
ン
ロ
ー
以
来
の
伝
統
的
な
要
件
は
、
次
の
よ
う
・
な
も
の
が
あ
る
。
実
体

的
事
項
に
つ
い
て
の
終
局
判
決
が
要
求
さ
れ
る
点
は
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

l
タ
と
同
じ
で
あ
る
。

一事不再理の効力と既判力(拘束力)について(1 ) 

(

村

山

)

①
被
告
人
が
前
訴
に
お
い
て
危
険
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
。

(
お
)

②
終
局
判
決
(
出
口
白
こ
邑
偶
B
g円
)
が
あ
っ
た
こ
と
。

(
お
)

③
前
訴
と
後
訴
に
お
い
て
起
訴
事
実
(
与
問
問
。
)
が
実
質
的
に
同
一
で
あ
る
こ
と
。

(ω) 

①
は
、
危
険
と
は
何
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
②
は
、
い
つ
危
険
が
発
生
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
③
は
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ

(
H
U
)
 

の
客
観
的
範
囲
、
す
な
わ
ち
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
条
項
の
「
同
一
の
犯
罪

(
g
B
O
O
R
g
n
m
)
」
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
つ
な
が
る
。

ま
ず
①
と
②
の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。
一
八
六
一
年
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
ワ
l
ス
判
決
(
訴
追
側
の
重
要
証
人
が
証
言
を
拒
否
し
た
こ
と
で

3

(

必

)

日

陪
審
が
解
任
さ
れ
た
事
件
)
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
て
「
危
険
」
と
は
、
陪
審
に
よ
る
評
決
の
危
険
を
さ
す
。
おp

h
υ
 法レL

法
律
的
に
無
効
な
起
訴
状
に
よ
っ
て
起
訴
さ
れ
た
場
合
、
被
告
人
は
危
険
に
お
か
れ
た
と
は
言
え
な
い
。
一
八
四
三
年
の
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
判

(
必
)

決
に
お
い
て
は
、
訴
追
に
何
ら
か
の
暇
庇
が
あ
る
た
め
却
下
さ
れ
た
場
合
は
再
訴
が
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
た
。



説

前
述
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
ワ

l
ス
判
決
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
て
は
、
危
険
の
発
生
は
実
体
的
事
項

(
5
3仲
間
)
に
終
局
判
決
が
下
さ
れ

(
H
H
)
 

た
と
き
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
終
局
判
決
が
存
在
し
な
い
以
上
、
被
告
人
は
危
険
に
お
か
れ
た
と
は
言
え
ず
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
パ
デ

(
何
)

ィ
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
断
さ
れ
た
。
評
決
不
成
立
の
た
め
陪
審
が
解
散
さ
れ
た
場
合
は
、
再
訴
が
可
能
で
あ
る
。
一
九

(
必
)

三
七
年
の
シ
ェ
リ
ダ
ン
判
決
に
お
い
て
は
、
評
決
さ
え
あ
れ
ば
、
量
刑
の
宣
告
(
目

g同gB)
は
必
要
で
な
い
と
さ
れ
た
。
一
八
七
五
年
の

ウ
ェ
ミ
ス
判
決
に
お
い
て
は
、
正
式
起
訴
(
ル

E
R
g
s同
)
に
よ
る
か
略
式
起
訴

(ges邑
。
ロ
)
に
よ
る
か
は
問
わ
な
い
が
、
裁
判
権

(
灯
)

(
』
口
同
貯
金
色
。
ロ
)
の
あ
る
裁
判
所
で
、
実
体
審
理
が
あ
っ
た
後
に
有
罪
又
は
無
罪
の
終
局
判
決
が
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ

日命

の
点
、
イ
ギ
リ
ス
法
の
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ
は
、
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ
l
タ
と
同
様
に
、
「
裁
判
の
終
局
性

(
m
E
E可
)
」
を
保
護
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
法
の
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
パ
デ
イ
は
、
無
罪
判
決
ま
た
は
有
罪
判
決
の
効
果
で
あ
る
。
も
と
も
と
コ
モ
ン
ロ
ー

に
は
、
「
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
の
抗
弁
」
と
い
っ
た
も
の
は
存
在
し
な
い
し
、
有
罪
判
決
に
も
無
罪
判
決
に
も
な
ら
な
い
も
の
が
同
一
の

(
必
)

犯
罪
に
つ
い
て
の
再
訴
を
禁
止
す
る
な
ど
と
い
う
原
理
も
存
在
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
終
局
判
決
の
存
在
を
絶
対
的
な
条
件
と
す
る
イ
ギ

リ
ス
法
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
が
、
訴
追
者
側
の
立
証
が
不
備
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
と
、
将
来
万
全
の
準
備
を
し
た
訴
追
が
で
き
る
よ
う

(
ぬ
)

に
陪
審
を
解
散
す
る
と
い
う
解
任
権
の
濫
用
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
た
。
か
か
る
濫
用
は
、
有
罪
判
決
を
確
保
で
き
る
代
わ
り
に
、
逆
に
被
告

人
の
弁
論
の
努
力
が
ほ
ご
に
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
も
あ
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
法
で
は
、
実
体
的
事
項
に
つ
い
て
終
局
判
決
が
下
さ
れ
た
こ
と
が
必
ず
し
も
絶
対
的
な
要
件
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

(
印
)

ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
、
「
危
険
」
と
は
、
有
罪
か
無
罪
か
を
き
め
る
実
体
審
理
を
そ
の
本
質
と
す
る
、
有
罪
判
決
の
危
険
で
あ
る
。
こ

こ
の
占
…
、

れ
だ
け
見
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
法
と
あ
ま
り
変
わ
り
映
え
し
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
ア
メ
リ
カ
法
の
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
パ
デ
イ
は
、
終
局
判

決
が
下
さ
れ
た
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
被
告
人
が
実
体
審
理
と
い
う
手
続
的
負
担
を
受
け
る
こ
と
に
も
注
意
を
払
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
、
陪
審
審
理
で
は
、
陪
審
が
公
判
に
お
い
て
宣
誓
を
し
た
と
き
、
非
陪
審
審
理
で
あ
れ
ば
、

そ
の
証
左
と
し
て
、
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(
日
)

公
判
に
お
い
て
最
初
の
証
人
が
宣
誓
を
し
た
と
き
に
危
険
が
発
生
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

一
九
七
三
年
の
ソ
マ

l
ヴ

イ
ル
判
決
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
明
白
な
必
要
性
が
あ
っ
た
た
め
陪
審
が
解
散
さ
れ
た
場
合
、
再
訴
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

(
臼
)

も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
危
険
の
発
生
時
期
が
早
め
ら
れ
て
い
る
点
で
、
ア
メ
リ
カ
法
の
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
は
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ

i
タ

か
ら
飛
躍
し
て
い
る
。
実
体
的
事
項
に
基
づ
く
終
局
裁
判
の
存
在
を
必
ず
し
も
絶
対
的
な
要
件
と
し
な
い
あ
た
り
は
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
パ
デ
イ

が
、
被
告
人
の
負
担
を
よ
り
重
視
し
た
原
理
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

一事不再理の効力と既判力(拘束力)について(1)

な
お
、
こ
の
「
危
険
」
が
ど
こ
ま
で
継
続
す
る
か
と
い
う
問
題
に
関
連
し
て
、
検
察
官
上
訴
の
可
否
が
問
題
に
な
る
。
わ
が
国
に
お
い
て

は
、
最
高
裁
大
法
廷
が
、
判
決
が
確
定
す
る
ま
で
は
危
険
は
継
続
す
る
の
で
あ
っ
て
、
検
察
官
上
訴
は
一
つ
の
危
険
の
う
ち
の
一
部
に
過
ぎ

(
日
)

ず
、
憲
法
に
違
反
し
な
い
と
い
う
判
例
を
確
立
し
た
。
一
方
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
検
察
官
上
訴
は
あ
ま
り
大
き
な
議
論
に
は
な
ら
な
い
。

検
察
官
の
不
利
益
上
訴
が
禁
止
さ
れ
る
の
は
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ
の
原
理
か
ら
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ

の
理
由
付
け
と
し
て
、
か
つ
て
は
、
陪
審
の
無
罪
評
決
は
神
聖
な
も
の
だ
か
ら
検
察
官
の
不
利
益
上
訴
は
許
さ
れ
な
い
の
だ
と
い
う
議
論
も

あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
、
検
察
官
が
自
ら
の
立
証
の
不
備
に
よ
っ
て
敗
訴
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
一
の
犯
罪
に
つ
い
て
被
告
人
を
有
罪

(
日
)

に
す
る
た
め
の
第
二
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
は
フ
ェ
ア
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
陪
審
の
評
決
の
神
聖
性
で
は
な
く
、
も
つ

一
九
O
四
年
の
ケ
プ
ナ
l
判
決
に
お
い
て
、
ホ
ー
ム
ズ
裁
判
官
が
そ
の
反
対
意

(
白
山
)

見
に
お
い
て
、
わ
が
国
の
よ
う
な
危
険
継
続
論
を
根
拠
に
検
察
官
上
訴
を
許
容
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
が
、
か
か
る
見
解
は
、

(
日
)

一
九
五
七
年
の
グ
リ
ー
ン
判
決
に
お
い
て
明
確
に
否
定
さ
れ
て
い
る
。
検
察
官
の
不
利
益
上
訴
禁
止
は
、
唯
一
陪
審
制
度
の
独
占
物
で
は
な

一
九
八
O
年
の
デ
イ
ブ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
判
決
に
お
い
て
、
検
察
官
は
量
刑
の
審
査
を
求
め
て
上
訴
で
き

ば
ら
被
告
人
の
負
担
へ
の
配
慮
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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ぃ
。
も
っ
と
も
、
連
邦
最
高
裁
は
、

る
こ
と
を
規
定
す
る
一
九
七
O
年
の
組
織
犯
罪
規
制
法

(oa由民

Nao50の
2
5
-
〉三。コョ。咽
E
C・ω・。・

2
ヨ
ふ
)
が
合
憲
で
あ
る
と

(
幻
)

判
断
し
て
い
る
。



説

次
に
③
の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
コ
ラ
テ
ラ
ル
・
エ
ス
ト
ッ
ペ
ル
に
直
接
関
係
し
て
く
る
重
要
問
題
な
の
で
節
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
る
。

三ι
11冊

5
.
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
パ
デ
ィ
条
項
の
「
同
一
の
犯
罪

(
g
B
O
O
B
R白
)
」
の
解
釈

北法51(1・36)36

前
述
し
た
よ
う
に
③
の
問
題
は
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
パ
デ
イ
の
客
観
的
範
囲
の
問
題
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
法
曹
の
間
で
激
し
い
論
争
が
な
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
そ
れ
は
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ
条
項
の
「
同
一
の
犯
罪
(
∞

g
m
o
F
R
m
)」
の
解
釈
の
歴
史
で

(
回
)

あ
っ
た
。
こ
の
文
言
の
定
義
に
よ
っ
て
、
国
家
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
被
告
人
へ
の
苦
痛
が
制
限
さ
れ
る
か
否
か
が
決
ま
っ
た
と
い
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
。
こ
の
文
言
の
定
義
は
、
二
重
処
罰
の
問
題
に
も
影
響
を
与
え
た
。
ど
の
よ
う
な
場
合
に
被
告
人
が
同
一
の
犯
罪
に
つ
い
て

危
険
に
お
か
れ
た
と
い
え
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
犯
罪
類
型
が
複
雑
多
様
化
し
た
現
代
社
会
に
お
い
て
対
応
し
き
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い

(

町

四

)

る
も
の
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
こ
の
文
言
が
非
常
に
狭
く
解
釈
さ
れ
る
た
め
、
再
訴
が
容
易
に
な
る
。
そ
の
理
由
は
、
訴
因

(
n
g
E
)
の
変
更
が
厳
格
に
制
限
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
訴
因
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
実
と
公
判
審
理
で
証
明
さ
れ
る
事
実
が
一
致
し
て

(ω) 

い
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
一
部
に
で
も
不
一
致
が
あ
れ
ば
無
罪
評
決
が
下
さ
れ
、
そ
の
上
、
検
察
官
上
訴
も
禁
止
さ
れ
た
。
こ
れ
で
は
、
み

す
み
す
有
罪
者
を
逃
し
て
し
ま
う
の
で
、
そ
の
埋
め
合
わ
せ
と
し
て
「
同
一
の
犯
罪
」
の
文
言
を
狭
く
解
釈
し
て
、
再
訴
を
容
易
に
す
る
の

(
飢
)

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
政
策
的
要
請
か
ら
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
基
準
が
、
後
述
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
パ

l
ガ
1
・
テ
ス
ト
(
即
日
。

nrzaa符
主

で
あ
る
。
こ
の
基
準
の
も
と
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
犯
罪
が
も
う
片
方
が
含
ん
で
い
な
い
要
素
を
含
ん
で
い
る
場
合
は
、
そ
れ
ら
の
犯
罪
は
別

(

臼

)

(

門

別

}

個
の
犯
罪
に
な
る
。
犯
罪
を
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
中
の
個
々
の
要
素

(owsg円
)
に
着
目
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
は
、
被
告
人
の
行
為
(
宮
門
)
や
被
告
人
の
意
思
否
定
ロ
円
)
に
着
目
す
る
基
準
も
あ
っ
た
。
最
終
目
的

(
Z
E
自
民
団
関
。
弘
)

が
一
つ
で
あ
る
場
合
や
動
機
と
な
る
意
思

(
S
2
2邑
括
百
円
相
ま
)
が
一
つ
で
あ
る
場
合
は
同
一
の
犯
罪
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
被
告



(
似
)

人
に
寛
容
な
基
準
で
あ
り
、
少
数
の
州
で
採
用
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
基
準
の
難
点
は
、
「
行
為
」
と
い
う
言
葉
が
あ
ま
り
に
も
抽
象
的

で
、
そ
れ
自
体
が
何
の
定
義
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
適
用
の
仕
方
が
一
貫
し
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
偽
造
さ
れ
た

小
切
手
を
呈
示
す
る
こ
と
と
現
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
、
ヴ
ァ

l
ジ
ニ
ア
州
で
は
二
つ
の
行
為

2
2
)
と
さ
れ
る
一
方
で
、
カ
リ
フ
ォ
ル

(
筋
)

ニ
ア
州
で
は
一
つ
の
行
為
と
さ
れ
た
。
筆
者
は
、
被
告
人
が
検
察
官
の
恋
意
的
な
分
割
起
訴
に
さ
ら
さ
れ
に
く
く
な
る
と
い
う
点
で
は
、
こ

の
よ
う
に
被
告
人
の
行
為
や
被
告
人
の
意
思
に
着
目
す
る
基
準
に
共
感
を
覚
え
る
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
、
後
述
す
る
ブ
ロ
ッ

ク
パ

l
ガ

l
・
テ
ス
ト
の
方
が
伝
統
的
で
あ
り
よ
く
使
わ
れ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、

一事不再理の効力と既判力(拘束力)について(1)

一
九
九
三
年
の
デ
イ
ク
ソ
ン
判
決
に
お
い
て
、
こ
の
基

(
飴
)

準
が
歴
史
的
に
探
く
根
差
し
て
お
り
、
多
く
の
連
邦
最
高
裁
判
例
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
被
告
人
の

行
為
や
被
告
人
の
意
思
に
着
目
す
る
基
準
が
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
通
説
に
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
訴
因

(
8
5
C
の
変
更
が
厳
格
に
制

限
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
正
式
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
実
と
公
判
審
理
で
証
明
さ
れ
る
事
実
が
不
一
致
で
あ
る
と
い
う
形
式
的

な
理
由
で
犯
罪
者
を
野
放
し
に
し
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
抵
抗
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
な
ぜ
プ
ロ
ッ
ク
パ

l
ガ

l
・
テ
ス
ト
が

伝
統
的
で
あ
る
の
か
、
こ
の
基
準
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
判
例
を
概
観
す
る
必
要
が
あ
る
。

(
こ
ヴ
ア
ン
ダ
ー
コ
ウ
ム
判
決
(
再
訴
型
)
(
吋
宮
目
指
4
・
〈
自
骨
『

gsσhw〉
事
。
宮
崎
広
∞
開
口
同
・
河
召
・

8
U
(コ
ま
)
)

後
述
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
パ

i
ガ

1
・
テ
ス
ト
の
萌
芽
と
も
い
え
る
判
例
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
事
件
で
あ
る
が
、

(
白
山
)

ウ
ム
判
決
で
あ
る
。
こ
の
判
決
は
、
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
条
項
が
制
定
さ
れ
て
か
ら
間
も
な
い
と
き
に
下
さ
れ

(ω) 

た
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
後
の
「
同
一
の
犯
罪
」
と
い
う
文
言
の
解
釈
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

一
七
九
六
年
の
ヴ
ア
ン
ダ
ー
コ

北法51(1・37)37



説

【
事
実
の
概
要
}
オ
ー
ル
ド
・
ベ
イ
リ
!
(
刑
事
裁
判
所
)
(
。

E
F
r可
)
に
お
い
て
、
ヴ
ア
ン
ダ
ー
コ
ウ
ム
と
ア
ボ
ッ
ト
が
審
理
さ
れ
た
。
おnM

U
 

前
訴
の
正
式
起
訴

(
B
a
E
B
g円
)

で

は

、

ヴ

ア

ン

ダ

ー

コ

ウ

ム

と

ア

ポ

ッ

ト

が

、

げ

p
h
υ
 法レvu

J
1寸

一
七
九
五
年
の
一
一
月
一
九
日
の
夜
六
時
ご
ろ
、

メ

論

リ
ア
ル
・
ネ
ヴ
イ
ル
と
ア
ン
・
ネ
ヴ
イ
ル
の
家
屋
に
侵
入
し
て
、
様
々
な
物
品
を
窃
取
し
た
と
さ
れ
て
い
た
。
あ
る
物
品
は
メ
リ
ア
ル
・
ネ

ヴ
イ
ル
の
物
で
あ
り
、
あ
る
物
品
は
ア
ン
・
ネ
ヴ
ィ
ル
の
物
で
あ
り
、
あ
る
物
品
は
ス
ザ
ン
ナ
・
ギ
ブ
ス
の
物
で
あ
っ
た
。

こ
の
家
屋
は
、
資
産
家
で
あ
る
メ
リ
ア
ル
・
ネ
ヴ
イ
ル
と
ア
ン
・
ネ
ヴ
イ
ル
が
居
住
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

一
七
九
五
年
七
月
一
七
日

金
曜
日
、
こ
れ
ら
の
婦
人
た
ち
は
、
海
岸
で
夏
を
過
ご
す
た
め
出
か
け
た
。
彼
女
ら
は
、
女
中
頭
の
ス
ザ
ン
ナ
・
ギ
ブ
ス
と
も
う
一
人
の
女

中
に
家
を
任
せ
、
戸
と
窓
を
し
っ
か
り
閉
め
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
ま
た
、
次
の
月
曜
日
に
は
、
自
分
た
ち
に
つ
い
て
く
る
よ
う
に
も
指
示

し
た
。
こ
れ
ら
の
女
中
は
、
指
示
に
従
い
、
す
べ
て
の
窓
を
し
っ
か
り
閉
め
、
す
べ
て
の
内
戸
と
外
戸
の
鍵
を
か
け
て
、
出
か
け
て
い
っ
た
。

ス
ラ
ッ
ク
と
い
う
男
に
あ
ず
け
ら
れ
た
。
彼
は
、
自
分
の
引
き
出
し
に
こ
れ
ら
の
鍵
を
入
れ
て
、
施
錠
し
て
お
い
た
。
こ

こ
れ
ら
の
鍵
は
、

れ
ら
の
鍵
は
、
周
年
一
一
月
一
九
日
ま
で
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

一
一
月
一
九
日
の
前
夜
、
当
該
家
屋
の
あ
る
ロ
ン

ド
ン
一
帯
で
大
嵐
が
お
こ
り
、
多
く
の
家
の
屋
根
や
煙
突
が
損
傷
し
た
。
翌
朝
、
す
な
わ
ち
一
一
月
一
九
日
の
朝
、
ス
ラ
ッ
ク
は
、
こ
の
嵐

の
聞
に
ネ
ヴ
イ
ル
の
家
屋
が
損
傷
し
て
い
な
い
か
を
確
か
め
て
お
く
の
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
た
。
彼
が
当
該
家
屋
に
行
っ
て
み
る
と
、
壁

や
屋
根
な
ど
の
外
面
に
は
、
特
に
損
傷
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
、
す
べ
て
の
内
戸
が
こ
じ
開
け
ら
れ
て
い
て
、
じ
ゅ
う
た
ん

が
床
か
ら
剥
が
さ
れ
て
い
て
、
ワ
イ
ン
貯
蔵
室
は
く
ま
な
く
あ
ら
さ
れ
て
お
り
、
家
具
の
一
部
は
壊
れ
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
物
品

が
所
定
の
場
所
か
ら
動
か
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
幾
つ
か
は
梱
包
さ
れ
て
通
路
に
置
い
て
あ
り
、
い
つ
で
も
持
ち
出
せ
る
態
勢
で
あ
る

の
を
発
見
し
た
。
当
該
家
屋
に
は
、
誰
も
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
し
、
侵
入
が
な
さ
れ
た
形
跡
も
な
か
っ
た
。
ス
ラ
ッ
ク
は
、
多
く
の
友
人
に

こ
の
状
態
を
見
せ
た
。
そ
し
て
、
通
り
に
面
し
て
い
る
戸
を
二
重
に
施
錠
し
て
、
捜
査
官
に
こ
の
状
態
を
知
ら
せ
た
。
そ
の
捜
査
官
は
、
ス

ラ
ッ
ク
に
、
そ
の
家
屋
に
直
ち
に
も
ど
り
、
そ
の
家
屋
を
近
く
の
場
所
か
ら
隠
れ
て
監
視
し
、
そ
れ
ら
の
物
品
を
取
り
に
来
た
者
を
捕
ら
え



る
よ
う
に
指
示
し
た
。
ス
ラ
ッ
ク
は
、
当
該
家
屋
の
隣
の
家
に
行
き
、
そ
の
日
の
午
後
四
時
ま
で
待
っ
て
み
た
が
、
不
審
な
人
物
は
現
れ
な

か
っ
た
の
で
、
彼
は
自
分
の
家
に
戻
っ
て
、
事
の
次
第
を
知
ら
せ
る
た
め
ネ
ヴ
イ
ル
に
手
紙
を
書
き
、
再
び
偵
察
用
の
家
に
戻
っ
た
。
今
度

は
、
自
分
の
息
子
と
友
人
た
ち
が
一
緒
で
あ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
六
時
で
あ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
、
彼
ら
は
、
よ
ろ
い
戸
の
結
合
部
分
を

通
し
て
、
当
該
家
屋
の
応
接
間
の
微
光
を
発
見
し
た
。
彼
ら
は
、
鍵
穴
か
ら
の
ぞ
い
て
み
る
と
、
ろ
う
そ
く
を
も
っ
た
一
人
の
男
が
、
応
接

間
の
戸
か
ら
階
段
に
行
く
の
を
見
た
。
彼
ら
は
、
近
所
の
酒
屋
か
ら
一

O
人
か
ら
一
二
人
の
加
勢
を
受
け
て
、
通
り
に
面
し
て
い
る
戸
か
ら

ス
ラ
ッ
ク
は
、
こ
の
戸
を
二
重
に
施
錠
し
た
は
ず
な
の
一
重
の
施
錠
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
。

当
該
家
屋
に
入
っ
た
。
こ
の
時
、

一事不再理の効力と既判力(拘束力)について(1)

彼
ら
は
、
階
段
を
上
が
っ
て
い
く
と
、
ヴ
ア
ン
ダ
ー
コ
ウ
ム
と
ア
ボ
ッ
ト
が
来
る
の
に
出
く
わ
し
た
。
ヴ
ア
ン
ダ
ー
コ
ウ
ム
と
ア
ボ
ッ
ト
は
、

ま
ず
、
二
階
の
方
に
逃
げ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
は
、
向
き
直
っ
て
、
ス
ラ
ッ
ク
た
ち
に
向
っ
て
切
り
込
ん
で
い
こ
う
と
し
た
。
彼
ら
は
必
死

に
抵
抗
し
た
が
、
結
局
は
と
り
お
さ
え
ら
れ
た
。
ネ
ヴ
ィ
ル
と
そ
の
女
中
が
戻
っ
て
き
て
、
す
ぐ
に
当
該
家
屋
の
中
に
残
っ
て
い
る
財
産
を

調
べ
た
。
正
式
起
訴
状
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
物
品
が
、
他
の
多
く
の
物
と
一
緒
に
、
運
び
去
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
こ

の
日
の
午
後
三
時
ご
ろ
と
、
ヴ
ア
ン
ダ
ー
コ
ウ
ム
と
ア
ボ
ッ
ト
が
逮
捕
さ
れ
た
時
刻
と
の
聞
に
お
い
て
、
当
該
家
屋
の
物
品
の
状
態
に
特
に

変
化
は
な
か
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
彼
ら
は
、
五
時
過
、
さ
ぐ
ら
い
に
当
該
家
屋
に
入
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
が
、
こ
の
時
点
で
は
、

人
の
容
貌
を
認
識
で
き
る
だ
け
の
十
分
な
光
が
あ
っ
た
。
訴
追
者

(
2
5
8
-
F円
四
宮
町
内

35H)
は
、
夜
間
の
建
造
物
侵
入
に
は
な
り
得
な

い
と
裁
判
所
が
ほ
の
め
か
し
た
の
で
、
不
法
目
的
侵
入

S
E
a
-同
ミ
)
の
訴
追
を
取
り
下
げ
た
。

し
か
し
、
訴
追
者
は
、
あ
ら
た
め
て
窃
盗

(-Rng可
)
の
証
拠
を
提
出
す
る
旨
を
裁
判
所
に
申
立
て
た
。
訴
追
者
は
、
ヴ
ア
ン
ダ
ー
コ
ウ

ム
と
ア
ボ
ッ
ト
の
両
方
又
は
ど
ち
ら
か
が
、
正
式
起
訴
状
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
物
品
の
い
ず
れ
か
を
移
動
さ
せ
た
こ
と
を
証
明
で
き
る
な
ら

ば
、
本
件
を
陪
審
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し
た
。

は
異
議
を
申
立
て
た
。
被
告
人
ら
は
、
現
在
の
正
式
起
訴
に
お
い
て
、
窃
盗
を
伴
っ
た
不
法
目

北法51(1・39)39

弁
護
人

(
n
E
g
o
-
F司
同

町

0
1
8
5
2
)



説

的
侵
入
(
吉
長

3
同

Ross-as岳
主

ERg-
の
起
訴
事
実
に
応
訴
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
ら
た

め
て
証
明
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
窃
盗
(
官
B
ミ
)
は
、
全
く
別
個
の
重
罪
(
曲
目
嵐
広
n
n
ξ

岳
民
S
2
笠
宮
可
)
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
在

の
正
式
起
訴
に
お
い
て
は
、
被
告
人
ら
に
こ
の
窃
盗
に
つ
い
て
罪
状
の
認
否
を
問
う
(
自
民
間
口
)
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
被
告
人
ら
に
応
訴

北法51(1・40)40

号ふ
ロ岡

を
要
求
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
弁
護
人
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
主
張
し
た
。

裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
な
判
断
を
し
た
。
あ
ら
た
め
て
証
明
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
窃
盗
は
全
く
別
個
の
重
罪
で
あ
る
。
ヴ
ア
ン
ダ
ー
コ

ウ
ム
と
ア
ポ
ッ
ト
が
当
該
家
屋
に
入
っ
た
後
に
は
、
何
も
運
び
去
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
窃
取

(
n
R
Q
百
個
室
『
ミ
)
を
構

成
す
る
よ
う
な
物
品
の
移
動
も
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
現
在
の
正
式
起
訴
状
で
は
、
被
告
人
ら
が
当
該
家
屋
に
侵
入
し

て
物
を
盗
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
正
式
起
訴
状
は
、
被
告
人
ら
が
、
当
該
家
屋
に
不
法
目
的
侵
入
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
物
を

盗
ん
だ
と
い
う
具
合
に
変
更
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
訴
追
者
が
あ
ら
た
め

て
提
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
起
訴
事
実
で
あ
る
窃
盗
は
、
被
告
人
ら
を
一
一
月
一
九
日
の
三
時
よ
り
以
前
に
犯
さ
れ
た
重
罪
と
結
び
付
け
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
被
告
人
ら
が
、
三
時
に
は
、
当
該
家
屋
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
被
告
人
ら
が
当
該
家
屋

に
侵
入
し
て
物
を
盗
ん
だ
と
い
う
現
在
の
正
式
起
訴
を
審
査
し
た
結
果
、
彼
ら
は
、
正
式
起
訴
状
に
書
か
れ
て
い
る
日
に
不
法
目
的
侵
入
も

し
な
か
っ
た
し
、
物
を
盗
ま
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
窃
盗
の
起
訴
事
実
を
あ
ら
た
め
て
提
出
す
る
た
め
に
、
彼

ら
が
前
日
に
物
を
盗
ん
だ
こ
と
が
主
張
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
ら
が
当
該
家
屋
に
い
た
と
こ
ろ
を
発
見
さ
れ
た
こ
と
が
そ
の
証
拠
で
あ

る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
別
個
の
事
件
(
釦
岳
民
宮
公

R
B
8
2
5
5
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
被
告
人
ら
が
七
年
前
に
当
該
家

屋
で
重
罪
を
犯
し
た
と
い
う
に
等
し
い
。
こ
の
よ
う
な
判
断
が
な
さ
れ
た
。

陪
審
は
、
裁
判
所
の
説
示

2
5
8。
ロ
)
に
よ
り
、
被
告
人
ら
に
無
罪
評
決
を
下
し
た
。
し
か
し
、
大
陪
審
は
解
散
さ
れ
ず
、
被
告
人
ら

は
依
然
と
し
て
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
。
別
の
正
式
起
訴
を
彼
ら
に
対
し
て
す
る
た
め
で
あ
る
。



再
訴
に
お
い
て
、
被
告
人
ら
は
、
次
の
正
式
起
訴
状
に
つ
い
て
罪
状
認
否
を
関
わ
れ
た
。

「
大
陪
審
は
、
国
王
に
宣
誓
し
、
次
の
事
件
を
告
発
す
る
。
ヴ
ア
ン
ダ
ー
コ
ウ
ム
と
ア
ポ
ッ
ト
は
、
一
一
月
一
九
日
の
夜
六
時
、
メ
リ
ア
ル
・
(ω) 

ネ
ヴ
イ
ル
と
ア
ン
・
ネ
ヴ
イ
ル
の
家
屋
に
、
そ
の
中
に
あ
る
上
述
の
メ
リ
ア
ル
と
ア
ン
の
財
産
を
窃
取
す
る
意
図
で
不
法
目
的
侵
入
し
た
。
」

ヴ
ア
ン
ダ
ー
コ
ウ
ム
と
ア
ボ
ッ
ト
は
、
こ
の
正
式
起
訴
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
し
て
、
こ
の
起
訴
事
実
に
つ
い
て
は
無
罪
の
答
弁
を
し
た
。

一事不再理の効力と既判力(拘束力)について(1 ) 

【
判
旨
】
プ
ラ
l
裁
判
官
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
不
法
目
的
侵
入

(σ
日
開
官
三
が
な
さ
れ
た
家
屋
と
時
聞
は
、
被
告
人
が
既
に
無
罪
に
さ
れ
て
い
る
不
法
目
的
侵
入
及
び
窃
盗
が
な
さ
れ

た
家
屋
及
び
時
間
と
全
く
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
被
告
人
ら
か
ら
主
張
さ
れ
た
。
物
を
盗
む
意
図
で
不
法
目
的
侵
入
が
な
さ
れ
た
と

い
う
正
式
起
訴
は
、
前
の
正
式
起
訴
と
同
一
の
犯
罪
で
あ
り
、
前
の
正
式
起
訴
に
つ
い
て
の
無
罪
判
決
は
、
再
訴
を
禁
止
す
る
と
主
張
さ
れ

た
0

・
:
重
罪
が
犯
さ
れ
た
一
一
月
一
九
日
の
夜
六
時
に
、
当
該
家
屋
へ
の
侵
入
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
実

だ
け
で
は
、
本
件
を
解
決
で
き
な
い
。
不
法
目
的
侵
入
に
は
二
種
類
あ
る
。
第
一
は
、
夜
間
に
家
屋
に
侵
入
し
て
、
実
際
に
そ
の
中
の
物
を

盗
む
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
重
罪
を
犯
す
意
図
で
、
夜
間
に
家
屋
に
侵
入
し
た
が
、
そ
の
意
図
し
て
い
た
重
罪
は
実
際
に
は
な
さ
れ
な
か
っ

た
場
合
で
あ
る
。
家
屋
に
侵
入
す
る
と
い
う
状
況
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
類
型
の
犯
罪
に
共
通
で
あ
り
、
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
こ
と
だ
け
で
、
こ
れ
ら
二
つ
の
犯
罪
類
型
の
い
ず
れ
か
を
構
成
す
る
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
不
法
目
的
侵
入
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、

家
屋
へ
の
侵
入
が
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
プ
ラ
ス
実
際
に
重
罪
が
犯
さ
れ
る
か
、
又
は
重
罪
を
犯
す
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
二
つ
の
犯
罪
は
性
質
上
全
く
別
物
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
を
証
明
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
も
う
片
方

の
正
式
起
訴
を
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
本
件
に
お
い
て
は
、
窃
盗
を
す
る
意
図
で
当
該
家
屋
に
侵
入
し
た
と
い
う
証
拠
は
、
当
該
家
屋

に
侵
入
し
て
、
前
訴
の
正
式
起
訴
状
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
物
を
実
際
に
窃
取
し
た
と
い
う
起
訴
事
実
を
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
二
つ
の

北法51(1.41)41 



説

い
ず
れ
か
一
方
の
犯
罪
の
証
拠
に
よ
っ
て
、
も
う
片
方
の
犯
罪
を
証
明
で
き
な
い
と
い
う
の
な
ら
ば
、
『
二

一
方
の
犯
罪
に
つ
い
て
の
無
罪
判
決
は
、
も
う
片
方
の
犯
罪
に
つ
い
て
の
訴
追
を
禁
止
す
る
』
と
言
い
方
は
、

犯
罪
が
異
な
っ
て
い
る
た
め
、

論

不つ
合の
理犯
で罪
あおは
るとZ同

だ
か
ら

「
前
訴
の
正
式
起
訴
が
、
再
訴
に
含
ま
れ
て
い
る
事
実
の
証
明
に
よ
っ
て
被
告
人
を
有
罪
に
で
き
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
前
訴
で
の
無
罪

判
決
は
再
訴
を
禁
止
し
な
い
。
こ
の
原
理
を
本
件
に
当
て
猷
め
て
み
よ
う
。
前
訴
は
、
被
告
人
が
ネ
ヴ
イ
ル
の
家
屋
に
侵
入
し
て
、
実
際
に

物
を
盗
ん
だ
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
被
告
人
ら
は
、
窃
盗
を
す
る
意
図
で
当
該
家
屋
に
侵
入
し
た
の
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
窃
盗

は
な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
前
訴
の
正
式
起
訴
に
お
い
て
は
、
被
告
人
ら
を
有
罪
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
彼
ら
は
、
再
訴
に
お
い
て
は
、
窃
盗
を
す
る
意
図
で
ネ
ヴ
イ
ル
の
家
屋
に
侵
入
し
た
こ
と
で
正
式
起
訴
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
、

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
審
理
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
し
、
彼
ら
の
生
命
は
こ
の
犯
罪
に
つ
い
て
危
険
に
お
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
理
白
か

ら
、
裁
判
官
全
員
は
、
被
告
人
ら
の
抗
弁
は
無
効
で
あ
り
、
妨
訴
抗
弁
(
仏
n
g
z
B円
)
に
つ
い
て
訴
追
者
側
に
有
利
な
判
決
を
下
す
。
そ
れ

(
れ
)

ゆ
え
、
被
告
人
ら
は
、
現
在
の
正
式
起
訴
に
つ
い
て
審
理
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

し
た
が
っ
て
、
被
告
人
ら
は
、
再
訴
の
正
式
起
訴
に
つ
い
て
審
理
さ
れ
た
。
ネ
ヴ
イ
ル
の
家
屋
へ
の
侵
入
は
、
暗
く
な
っ
て
か
ら
な
さ
れ

た
に
ち
が
い
な
い
と
い
う
証
明
に
基
づ
い
て
、
彼
ら
は
有
罪
判
決
を
受
け
た
。

ブ
ラ

l
裁
判
官
が
、
前
訴
で
起
訴
さ
れ
た
犯
罪
と
再
訴
で
起
訴
さ
れ
た
犯
罪
と
の
要
素
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
犯

罪
の
同
一
性
を
判
断
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
基
準
は
一
九
世
紀
を
通
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
。
ま
た
、
学
説
に
お
い
て
は
、

「
正
式
起
訴
状
記
載
の
事
実
と
公
判
審
理
で
証
明
さ
れ
た
事
実
と
の
不
一
致
(
〈
邑

B
8
)
[本
件
で
は
、
前
訴
の
正
式
起
訴
状
に
は
、
被
告

【
コ
メ
ン
ト
】
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人
ら
が
当
該
家
屋
に
侵
入
し
て
物
を
盗
ん
だ
と
い
う
事
実
が
記
載
さ
れ
て
い
た
が
、
公
判
審
理
で
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
事
実
は
、
被
告
人

ら
が
前
日
に
当
該
家
屋
で
物
を
盗
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
]
の
た
め
に
失
敗
し
た
場
合
、
そ
の
不
一
致
を
避
け
る
[
す
な
わ
ち
、
被
告

(η) 

人
ら
が
前
日
に
当
該
家
屋
で
物
を
盗
ん
だ
こ
と
を
訴
因
と
す
る
]
た
め
の
再
訴
は
禁
止
さ
れ
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。
本
件
を

見
る
だ
け
で
も
、
い
か
に
訴
因
変
更
の
融
通
が
利
か
な
か
っ
た
か
が
わ
か
る
と
思
う
。
こ
の
基
準
は
、
訴
因
の
変
更
が
ま
ま
な
ら
な
い
時
代

に
、
み
す
み
す
有
罪
者
を
野
放
し
に
し
な
い
た
め
に
考
え
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

( 

ー
) 

モ
l
リ
イ
判
決
(
再
訴
型
)
(
富
。

suミ
-n。
5
5
0ロ者向阻害・

5
∞
冨
曲
目
目
・
(
ロ
∞
gd宅
ロ
白
)
お
凶
(
戸
∞
=
)
)

一事不再理の効力と既判力(拘束力)について(1)

ヴ
ア
ン
ダ
ー
コ
ウ
ム
判
決
で
示
さ
れ
た
基
準
は
ア
メ
リ
カ
で
も
採
用
さ
れ
た
。
ラ
ン
ド
マ

l
ク
と
な
る
判
例
は
一
八
七
一
年
の
マ
サ
チ
ュ

i

、
内

J

J

F

勾
d
~

セ
ツ
ツ
州
の
モ

l
リ
イ
判
決
で
あ
る
。

【
事
実
の
概
要
】

(
吉
弘

5
5
2円
)
が
被
告
人
に
対
し
て
な
さ
れ
た
。

一
八
六
七
年
の
九
月
期
、

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
ノ

l
フ
ォ
ー
ク
の
上
位
裁
判
部
に
お
い
て
、
二
つ
の
正
式
起
訴

一
つ
は
、
同
棲
の
罪

(gzzagp)

た
。
前
者
は
、
「
被
告
人
と
ブ
リ
ッ
ジ
ト
・
ケ
ネ
デ
ィ
が
、

で
、
も
う
一
つ
は
、
姦
通
罪
(
邑
己
お
き
で
あ
っ

一
八
六
六
年
一

O
月
一
日
か
ら
一
八
六
七
年
八
月
一
日
に
か
け
て
、
ク
ウ
ィ
ン

シ
!
に
お
い
て
、
猿
裂
な
交
渉
を
し
て
同
棲

(gEZ)
し
た
が
、
こ
の
時
点
で
、
二
人
は
婚
姻
関
係
に
な
か
っ
た
」
と
い
う
起
訴
事
実
で

あ
っ
た
。
後
者
は
、
「
被
告
人
が
、
一
八
六
七
年
一
月
一
日
、
六
月
一
日
、
八
月
一
日
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
ク
ウ
イ
ン
シ

l
で
、
ブ
リ
ッ

ジ
ト
・
ケ
ネ
デ
ィ
と
姦
通
し
た
が
、
彼
に
は
、
こ
の
時
点
で
、
ブ
リ
ッ
ジ
ト
・
ケ
ネ
デ
ィ
以
外
に
合
法
的
な
妻
宏
君
主
主
后
)
が
存
在
し
、

こ
の
時
点
で
、
彼
と
ブ
リ
ッ
ジ
ト
・
ケ
ネ
デ
ィ
は
婚
姻
関
係
に
な
か
っ
た
」
と
い
う
起
訴
事
実
で
あ
っ
た
。
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説

前
述
の
一
八
六
七
年
の
九
月
期
に
お
い
て
、
被
告
人
は
、
最
初
の
正
式
起
訴
す
な
わ
ち
同
棲
の
罪
に
つ
い
て
、
ブ
リ
ッ
ジ
ト
・
ケ
ネ
デ
ィ

と
一
緒
に
審
理
さ
れ
有
罪
と
認
定
さ
れ
た
。
彼
は
、
二
年
の
懲
役
刑
を
宣
告
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
同
年
同
期
に
お
い
て
、
被
告
人
は
、
第
二

論

の
正
式
起
訴
、
す
な
わ
ち
姦
通
罪
に
つ
い
て
審
理
さ
れ
、
有
罪
と
認
定
さ
れ
た
。
彼
は
、
三
年
の
懲
役
刑
を
宣
告
さ
れ
た
。
こ
の
宣
告
は
、

同
棲
の
罪
の
刑
期
が
満
了
し
た
後
に
効
力
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

そ
こ
で
、
被
告
人
は
、
こ
の
姦
通
罪
の
有
罪
判
決
に
つ
い
て
、
誤
審
令
状
(
宅
岳
。
問
。
可
。
円
)
を
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
最
高
司
法
裁
判
所

(ω
毛

BBEen-包
2
5
)
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
被
告
人
は
、
「
既
に
自
分
は
、
同
一
の
行
為
(
回

5
2
2
)
に
つ
い
て
、
同
棲
の
罪
と

し
て
二
年
の
懲
役
刑
を
宣
告
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
姦
通
罪
の
刑
の
宣
告
は
誤
り
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、

ツ
州
最
高
司
法
裁
判
所
は
原
審
を
維
持
し
た
。

マ
サ
チ
ュ

l
セ
ツ

【
判
旨
】

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
最
高
司
法
裁
判
所
は
次
の
よ
う
な
基
準
を
確
立
し
た
。

「
一
つ
の
正
式
起
訴
に
つ
い
て
の
有
罪
判
決
又
は
無
罪
判
決
は
、
別
の
正
式
起
訴
に
つ
い
て
の
有
罪
判
決
や
刑
の
宣
告
を
禁
止
す
る
も
の
で

は
な
い
。
但
し
、
一
つ
の
正
式
起
訴
に
つ
い
て
有
罪
判
決
を
下
す
の
に
必
要
な
証
拠
が
、
別
の
正
式
起
訴
に
つ
い
て
の
有
罪
判
決
を
確
保
す

る
の
に
十
分
で
あ
る
場
合
は
禁
止
さ
れ
る
。
基
準
と
な
る
も
の
は
、
被
告
人
が
同
一
の
行
為
に
つ
い
て
既
に
審
理
さ
れ
た
か
否
か
で
は
な
い
。

被
告
人
が
同
一
の
犯
罪
(
国

g
m
o事国
8
)
に
つ
い
て
危
険
に
お
か
れ
た
か
否
か
が
基
準
と
な
る
。
単
独
の
行
為
(
包
括

-
m
R同
)
が
、
二
つ

の
法
律
に
違
反
す
る
犯
罪
に
な
る
こ
と
が
あ
り
え
よ
う
。
も
し
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
が
、
お
互
い
に
、
も
う
片
方
の
法
律
が
必
要
と
し
て

い
な
い
事
実
の
証
明
を
必
要
と
し
て
い
る
場
合
は
、
た
と
え
一
方
の
法
律
に
つ
い
て
有
罪
判
決
又
は
無
罪
判
決
が
下
さ
れ
た
と
し
て
も
、
も

(
日
)

う
片
方
の
法
律
に
つ
い
て
の
訴
追
も
処
罰
も
禁
止
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
」

北法51(1・44)44



一事不再理の効力と既判力(拘束力)について(1)

(
花
)

こ
の
基
準
は
、
二

O
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
に
君
臨
す
る
こ
と
と
な
る
ブ
ロ
ッ
ク
パ

l
ガ

l
・
テ
ス
ト
の
礎
石
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
マ
サ
チ

ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
最
高
司
法
裁
判
所
は
、
こ
の
基
準
を
本
件
に
当
て
猷
め
て
い
る
。

「
同
棲
の
罪
に
関
す
る
正
式
起
訴
は
、
当
事
者
の
ど
ち
ら
か
が
婚
姻
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
も
し
て
い
な
い
し
、
か
か
る
事
実
の
証
明
も
要

求
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
当
事
者
が
一
緒
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
違
法
な
情
交

(g-曲
者

E
E
g
R
E
a
n
)
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
た
と
し
て
も
、
同
棲
の
罪
は
成
立
し
な
い
。
・
:
姦
通
罪
の
正
式
起
訴
は
、
[
被
告
人
]

が
別
の
女
と
婚
姻
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
後
は
、
違
法
な
情
交
が
証
明
さ
れ
れ
ば
、
姦
通
罪
は
成
立
す
る
。

違
法
な
情
交
の
証
明
は
、
姦
通
罪
に
は
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
違
法
な
情
交
の
事
実
と
被
告
人
と
別
の
女
と
の
婚
姻
の
事
実
を

証
明
し
た
と
し
て
も
、
継
続
し
て
違
法
な
同
棲
を
行
っ
た
こ
と

(ng同
S
E
E
S
-
2
E
g
E
E邑
。
ロ
)
が
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
、
同
棲
の

罪
に
つ
い
て
有
罪
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
逆
に
、
か
か
る
同
棲
を
証
明
し
た
と
し
て
も
、
被
告
人
と
別
の
女
と
の
婚
姻
の
事
実
が
証
明

さ
れ
な
い
限
り
、
姦
通
罪
に
つ
い
て
有
罪
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
棲
の
罪
を
完
全
に
証
明
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
自
体
、
姦
通
罪
の

有
罪
判
決
を
確
保
す
る
も
の
で
は
な
い
。
逆
に
、
姦
通
罪
を
完
全
に
証
明
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
自
体
、
同
棲
の
罪
の
有
罪
判
決
を
確
保
す

る
も
の
で
は
な
い
。
両
方
の
正
式
起
訴
の
公
判
に
お
い
て
、
違
法
な
情
交
の
証
拠
が
提
出
さ
れ
た
と
仮
定
し
て
も
、
同
棲
の
罪
に
つ
い
て
の

(
苅
)

有
罪
判
決
は
、
姦
通
罪
に
つ
い
て
の
有
罪
判
決
及
び
刑
の
宣
告
を
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
い
よ

【
コ
メ
ン
ト
}
本
件
は
、
ヴ
ア
ン
ダ
ー
コ
ウ
ム
判
決
の
基
準
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
犯
罪
の
要
素
に
着
目
し
て
犯
罪
の
同
一
性
を
判
断
し

て
い
る
。
本
件
で
は
、
同
棲
の
罪
の
中
の
、
当
事
者
が
一
緒
に
居
住
し
た
と
い
う
要
素
と
、
姦
通
罪
の
中
の
違
法
な
情
交
の
要
素
と
被
告
人

の
別
の
女
と
の
婚
姻
の
要
素
と
に
着
目
し
て
、
両
犯
罪
に
同
一
性
は
な
い
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
来
、
正
式
起
訴
状
記
載
の
事

実
と
公
判
審
理
で
証
明
さ
れ
た
事
実
と
の
不
一
致
(
〈
包

g
g
)
に
よ
る
無
罪
判
決
に
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ
の
保
護
を
及
ぼ
さ
ず
に
有
罪

北法51(1・45)45



説

を
確
保
し
よ
う
と
い
う
政
策
論
は
、
有
罪
判
決
と
は
無
関
係
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
本
件
に
お
い
て
は
、
こ
の
基
準
が
有
罪
判
決
の
場
合
に

も
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

号&
嗣

( 

一一一、、-
ガ
ヴ
ィ

l
レ
ス
判
決
(
再
訴
型

)
3
2
m『
0
2・
5
5
a
ω
E
m
p
N
N
o
d
-∞
・
凶
凶
∞
(
】

2
3
)

モ
l
リ
イ
判
決
で
示
さ
れ
た
基
準
は
、

(η) 

一
九
一
一
年
の
ガ
ヴ
ィ

l
レ
ス
判
決
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
連
邦
最
高
裁
で
も
採
用
さ
れ
た
。

以
来
、
こ
の
基
準
は
連
邦
法
で
定
着
し
て
い
っ
た
。

【
事
実
の
概
要
】
被
告
人
は
、
前
訴
の
市
裁
判
所

(BEEn-宮】

8
5
)
に
お
い
て
、
同
じ
時
間
同
じ
場
所
に
お
け
る
同
一
の
言
動
に
つ
い

て
、
マ
ニ
ラ
市
条
例
の
第
二
八
編
第
二
章
に
基
づ
い
て
、
有
罪
判
決
を
受
け
て
い
た
。
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
た
(
条
文
は

本
判
例
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
)
。

「
何
人
も
、
公
共
の
場
に
お
い
て
、
酪
町
し
、
又
は
、
酪
町
し
て
粗
暴
な
行
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
何
人
も
、
い
か
な
る
場
所
に
お
い

(
花
)

て
も
、
酪
町
し
、
又
は
、
酪
町
し
て
粗
暴
な
行
動
を
し
て
、
他
の
者
に
迷
惑
(
自
ロ
ミ

B
B
)
を
か
け
て
は
な
ら
な
い
。
」

前
訴
に
お
い
て
、
被
告
人
は
、
「
公
共
の
路
面
電
車
に
お
い
て
、
婦
人
を
含
ん
だ
多
く
の
人
々
の
面
前
で
、
故
意
且
つ
違
法
に

(SE--『

B
r
E齢
者

E
q
)
粗
暴
な
行
動
を
と
っ
た
」
と
い
う
起
訴
事
実
で
有
罪
判
決
を
受
け
た
。

そ
の
後
、
後
訴
に
お
い
て
、
被
告
人
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
マ
ニ
ラ
第
一
審
裁
判
所
ち

o
E
o
ヨ5
己居間

E
B
)
に
お
い
て
、

フ
ィ
リ
ピ
ン

北法510・46)46



刑
法
(
窓
口
回
目
。
。
号
広
間

VE--e司
即
日
宣
告
仏
師
)
第
二
五
七
条
違
反
で
有
罪
判
決
を
受
け
た
。
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
た
(
条

文
は
本
判
例
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
)
。

「
公
務
員
(
宮
E
n
O
B
n区
間
)
又
は
公
務
を
執
行
す
る
者

(
a
g
Z
0
2
F
n
富岡町

O
E
g
を
、
そ
れ
ら
者
の
面
前
又
は
そ
れ
ら
の
者
に
あ
て

た
文
書
に
お
い
て
、
侮
辱
又
は
脅
迫
し
た
者
は
、
監
禁
に
験
。
」

一事不再理の効力と既判力(拘束力)について(1)

起
訴後
事訴
実に
でお
有い
罪て
判
決被
)y fr. 

受丈
けは

四?
目立正

め曹
監勢
主査イ7

Z中
宣巴J
岳公

室務
れ員

た自
訴前
訟で

君そ
&の
負者
担に
さ対
せし
らて
れ言
た動

よ
っ
て
中
傷
及
び
侮
辱
し
た

と

つ

フ
ィ
リ
ピ
ン
最
高
裁
判
所
も
、
後
訴
で
あ
る
マ
ニ
ラ
第
一
審
裁
判
所
の
有
罪
判
決
を
維
持
し
た
。
被
告
人
は
連
邦
最
高
裁
に
裁
量
上
訴
し

フ
ィ
リ
ピ
ン
は
ス
ペ
イ
ン
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
割
譲
さ
れ
て
い
た
)
。
連
邦
最
高
裁
は
、
原
審
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
最
高
裁
判
所
の
判

決
を
維
持
し
た
。
連
邦
最
高
裁
が
検
討
し
た
問
題
は
、
被
告
人
が
同
一
の
犯
罪
に
つ
い
て
危
険
に
お
か
れ
た
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
後
訴
の
マ
ニ
ラ
第
一
審
裁
判
所
で
審
理
さ
れ
た
公
務
執
行
妨
害
の
罪
と
前
訴
の
市
裁
判
所
で
審
理
さ
れ
た
酪
町
の
罪
と
が
同
一

で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

た
(
当
時
、

【
判
旨
】
連
邦
最
高
裁
は
、
前
述
の
モ

l
リ
イ
判
決
に
依
拠
し
て
、
次
の
よ
う
な
分
析
を
し
て
い
る
。

「
確
か
に
、
両
方
の
起
訴
事
実
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
被
告
人
の
言
動
は
全
く
同
一
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
訴
に
お
い
て
は
、
粗
暴

北法51(1・47)47

な
行
動
又
は
言
動
が
公
務
員
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
有
罪
判
決
を
確
保
で
き
な
い
。
起
訴
さ
れ
た
行
為
は
同
一
で
あ
る
け
れ
ど

(ω) 

も
、
犯
罪
宮
崎
町
白
ロ
お
凹
)
は
別
個
で
あ
る
。
」
「
前
訴
で
の
有
罪
判
決
を
確
保
す
る
の
に
十
分
な
証
拠
は
、
後
訴
で
の
有
罪
判
決
を
確
保
で
き



説

な
い
。
後
訴
に
お
い
て
は
、
公
務
員
又
は
公
務
を
執
行
す
る
者
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
の
者
の
面
前
か
又
は
こ
れ
ら
の
者
に
あ
て
た
文
書
に
お

い
て
、
侮
辱
し
た
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
起
訴
事
実
と
証
明
(
♀
時
間

m
g仏
官

8
3
が
な
け
れ
ば
、
後
訴
で
の

有
罪
判
決
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
、
前
訴
に
お
い
て
は
、
公
務
員
へ
の
侮
辱
の
証
明
は
必
要
と
さ
れ
な
い
。
前
訴
で
の
条
例
に
お
い
て
は
、

公
共
の
場
に
お
い
て
、
犯
罪
が
犯
さ
れ
た
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
公
務
員
へ
の
侮
辱
は
、
そ
の
者
の
面
前

か
又
は
そ
の
者
に
あ
て
た
文
書
に
お
い
て
な
さ
れ
れ
ば
よ
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
犯
罪
は
、
も
う
片
方
が
要
求
し
て
い
な
い
事
実
の
証
明
を
要
求

(
む
)

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
訴
の
有
罪
判
決
は
後
訴
を
禁
止
し
な
い
。
」

北法51(1・48)48

論

【
コ
メ
ン
ト
】
本
件
に
よ
っ
て
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
で
の
基
準
が
連
邦
最
高
裁
で
も
採
用
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
多
く

(
m
M
)
 

の
州
で
も
こ
の
判
決
を
引
用
し
て
、
こ
の
基
準
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
の
基
準
が
ブ
ロ
ッ
ク
パ

l
ガ
l
・
テ
ス
ト
と
な
る
の
で
あ
る
。

+土=一回一-ロ

(
1
)
C・ω-noz臼・H
J

自国何回色・〈・

(
2
)
民・

(3)
こ
の
第
五
修
正
の
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
条
項
は
わ
ず
か
三
ヶ
月
ほ
ど
の
聞
に
十
分
な
議
論
も
な
さ
れ
ず
に
そ
の
意
味
も
明
確
に
さ
れ
な
い

ま
ま
制
定
さ
れ
た
。
一
七
八
九
年
六
月
八
日
に
下
院
で
提
案
さ
れ
て

(
h
R
F
J『〉・∞
5
5
F
U

。g
F
E
8
2
5ペ
話
会
ま
唱
)
)
、
幾
つ
か
の
修
正

を
経
て
同
年
九
月
二
五
日
に
上
院
に
お
い
て
現
在
の
形
で
可
決
さ
れ
た

(MR
ミ
・
巳
凶
M)
。
当
時
の
起
草
者
の
意
図
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
か
を
窺
い
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
起
草
者
た
ち
が
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
条
項
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
た
か
に
関
す
る
歴
史
的
証
拠

は
乏
し
い

(
h
ミ
U
S監
E
n
ω
E
o
p
z
o
g
L
c
s
q
r
aミ
H
E
M号、時
5
9
5
2
E
E向。。
s
r
b屯
R
e円
M
E
R
-
主
。
笛
。
習

-
E
吋声

∞。
M
(
同@∞∞))。

(
4
)
コ
モ
ン
ロ
ー
か
ら
の
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
の
沿
革
と
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ
デ
ィ
条
項
の
制
定
過
程
が
説
明
さ
れ
て



ー事不再理の効力と既判力(拘束力)について(1)

い
る
も
の
と
し
て
、
回
目
。
E
F
h号、
s
g
g
p
a
ァ
ョ
・
コ
モ
ン
ロ
ー
か
ら
の
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
の
沿
革
、
イ
ギ
リ
ス
で
の
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ
バ

デ
ィ
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
F
両
〉
周
忌
Z
F
・
同
M
E
n
u
E
Z
0
・
0
o
d
回
目
旨
0
2
m
U
4
u
'
Z
(
3
E
3
・

(5)
ま
た
、
へ
ン
リ
l
二
世
は
、
一
一
ム
ハ
六
年
の
ク
ラ
レ
ン
ド
ン
法
(
〉

2
N白
色
白
R
g
E
=
)
に
お
い
て
、
た
と
え
神
判
(
。
a
g
-
)
に
よ
っ
て
無

罪
に
さ
れ
た
者
で
も
、
悪
名
高
き
者
は
更
に
潔
白
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
た
(
h
2
E目
F
E
u
-
言
、
5
8
8
介
良
品
)
。

(
6
)
M
R
穴
百
個
〈
-
m
g
p
∞
凶
開
ロ
胴
-
m
n
唱
N
4
戸
(
戸
。
。
。
)
・

(
7
)
M
R
E
口
問
〈
-
F
白
書
P
∞
品
伺
口
開
問
8
・
E
∞
(
】
a
g
y
E
ロ
伺
〈
・
呂
田
同
n
Z
E
F
玄
関
=
開
・
閉
山
岳
-
M
M
凶
(
-
a
a
∞
)
・

(
8
)
H町
内
向
百
ロ
加
〈
・
叶
S
O
B
B
-
∞
凶
関
口
開
-
m
m
℃
・
ニ
∞
ce
∞戸
(-mXFAC-

(9)
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
な
ど
の
大
陸
法
に
お
い
て
も
、
「
一
事
不
再
理
の
原
則

(
Z。
=
σ
2
5
広
g
d
)
」
と
い
う
観
念
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ご
二

世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土
に
糾
問
手
続
が
台
頭
し
て
く
る
と
、
い
わ
ゆ
る
仮
放
免
が
出
現
し
た
。
糾
問
主
義
に
お
い
て
は
、
国
家
の
実
体
的
真

実
探
求
の
方
が
、
被
告
人
保
護
の
た
め
の
訴
権
消
耗
と
い
う
思
想
よ
り
も
優
先
さ
れ
た
。
訴
訟
上
の
権
利
の
帰
属
す
べ
き
「
当
事
者
」
が
そ
も

そ
も
存
在
し
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
家
に
対
す
る
個
人
の
自
由
権
を
尊
重
す
る
啓
蒙
期
に
な
る
と
、
一
事
不
再
理
の

原
則
は
怠
を
吹
き
返
し
た
。
実
体
的
真
実
の
あ
く
な
き
探
求
に
よ
っ
て
個
人
の
自
由
権
を
抑
圧
す
る
糾
問
訴
訟
は
真
っ
先
に
批
判
の
対
象
と
さ

れ
、
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
関
係
人
は

E
い
に
争
う
二
当
事
者
と
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
仮
放
免
も
批
判
の
対
象
に
な
っ
た
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
一
事
不
再
理
の
原
則
は
「
個
人
の
自
由
な
生
活
活
動
の
権
利
に
対
す
る
国
家
の
実
体
的
真
実
探
求
の
権
利
の
合
理
的
制

限
」
を
意
味
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
際
の
一
七
九
一
年
の
革
命
憲
法
は
、
一
事
不
再
理
の
原
則
を
高
ら
か
に
宣
言
し
、
以
後
フ
ラ
ン
ス
に
定

着
し
て
い
っ
た
。
ド
イ
ツ
も
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
影
響
を
受
け
、
仮
放
免
の
制
度
が
廃
止
さ
れ
}
事
不
再
理
の
原
則
は
定
着
し
て
い
っ
た
。
田
宮
・

六
一
ー
l
六
四
頁
、
白
取
・
前
掲
『
一
事
不
再
理
の
研
究
』
四
二
l
五
四
頁
参
照
。

(
叩
)
十
4

〈
同
F
F
F
玄
F
R
5
8
Z
炉
内
。
玄
室
開
Z
4
毎
回
目
。
z
話相
C
5
2
E
P
E
U
凶
出
色
ロ
芝
-
O
R
E
-
g
明
。
耳
目
印
刷
三
唱
)
(
コ
$
)
・

(
日
)
h
R
ミ
・
曲
目
己
申
'
出
。
・

(
ロ
)
同
・
巧
・
9
9
2
Z
E
-
官
Z
Z
2
0
2
口
百
∞
宮
内
回
目
去
を
〉
F
円

2
8
u
'
o
a
(
-
z
a
-
-
石
ま
)
・

(
日
)
品
切
問
、
〉
内
国
内
臼
吋
O
Z
F
話
、
ミ
ロ
。
同
町
田
。
‘
担
問
M
M
唱
・

(
弘
)
包
・
自
己
凶
。
・

(
日
)
ρ
g
g
〈
・
去
声
g
-
E
ρ
・
同
W

・O-
品一N
凶
-
S戸(同
S
9・
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。由(
C
∞-
H
)
円
白
川
明
富
一
円

(:=:) See Robert Wyness Millar， HislOrical Relation of Estoppel by Record to Res Judicata， 35 ILL .L.REv. 41，44 (1940). 
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( ;:;) See id. 
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(~) See Grady v. Corbin， 495 U.S. 508， 520-21 (1990). 
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(自)Benton v. Maryland， 395 U.S. 784 (1969). 

(日)See id. at 794. 
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一事不再現の効力と既判力(拘束力)について(1)

も
の
で
あ
り
、
同
じ
基
準
が
両
者
の
問
題
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
も
あ
る

(
M
R
2
2
2
8島
内

O
B
E
S
E
-
言、
5
8
8
出
・
司

ペ〉

E
「
』
・
包

MS)
。
ア
メ
リ
カ
の
二
重
処
罰
の
禁
止
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
わ
が
国
の
文
献
と
し
て
、
佐
伯
仁
志
「
二
重
処
罰
の
禁
止
に
つ
い

て
」
『
刑
事
法
学
の
現
代
的
状
況
」
(
有
斐
閣
・
一
九
九
四
年
)
二
七
五
頁
以
下
参
照
。

(
却
)
ぞ

g
g
h
w
O
B
E
L号、
a
E
S
P
-唱叫∞∞
2
・
9
・
宮
〈
-g-NNE国・

(
れ
)
柏
崎
崎
、
同
-
m
-
C
S
E
ω
g
g
〈・司
os---
念
。

c
・ω・
3
・
S
会
事
長
田
g
旦

F
E
2
-
C
E
H
a
盟
国
門
戸
お
斗

C
・m・
2
・
3
a説
会
ヨ
∞
)
u
u
g
n
g
〈
-
E
E
F
a
g
p

3
-
c
-∞
-
z
u・
-UUEUE(SS)一
明
。
昌
司
g
〈・

C
墨
色

ω室町田咽凶
S
C・m
-
z
f
E凶
(
昌
弘
昇
。
『
m
g
〈・

E
5
a
ω
g
g
L
a
c
-∞
・
同
∞
少
お
∞

(
-
a
J

関白回出回開門〈・

C
E
g
a
g
a何回
L
唱凶

C-∞・

EO--Ma(-唱【】
AF)UCEsa
臼宮古田〈・田町凶
Z
・
-auc
∞
-aaM-mUN2∞甲南町
)UCE円相円四回宮円四回〈・臼
g
関町田
-
Z
#
d・∞

凶-。・凶-∞(】∞唱
M
)
・

(幻

)
M
R
5
5
8
E
U
O
B
E
S
E
-
忌幅
U
S
E
R
M凶
-
a
J「〉
E
F・』
-
R
S∞

(お

)
M
2
4
5
Z
〈・

2
0『E
p
a斗
C-∞・
2
・品目(-唱∞
N)咽
〉
島
町
〈
印
垣
2
8
P
凶ヨ

C
・臼・志向
F

主
斗
(
戸
当
。
)
・

(
弘
)
一
九
八
四
年
の
ジ
ョ
ン
ソ
ン
判
決

(OEO
〈
-
z
z
g
p
品
S
C・ω-A宇宙凶
-
S∞
E
3
2混
と
)
で
は
、
有
罪
判
決
の
後
の
再
訴
を
禁
止
す
る
の
は
、

許
容
で
き
な
い
刑
罰
の
増
加
を
防
止
す
る
た
め
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
。
。
。
円
開
問
。
・

4
F
O
B
g
呂
場
同
出
向
、
S
Eを
き
=
。
H
E
R
S旬
言
問
、
3
h司
2
・

き
辺
、
三
言

h白書偽
S
E
h
n
h
s
M
E
R
E
ミ
b
色
ミ
き
3
・
三
回
otヌ
P
F
-
m開〈・・凶
M凶
-M凶
∞
(
戸
唱
∞
品
)
も
参
照
。

(
お
)
一
九
八
三
年
の
ハ
ン
タ
ー
判
決
(
玄
Z
S
R
Z・出
E
R
R
-
a
Z』・臼・凶
3
・
凶
昆
ふ
唱
合
唱
巴
)
)
で
は
、
被
告
人
は
、
単
独
の
訴
訟
の
中
で
、
持
兇
器

強
盗

(
R
B
a
s
σ
σ
o
q
)
と
兇
器
に
よ
る
犯
罪
行
為

(
R
s
a
g
s
g包
脚

色

OE)
に
つ
い
て
起
訴
さ
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
処
罰
す
る
こ
と

が
、
す
な
わ
ち
二
重
処
罰
す
る
こ
と
が
、
立
法
機
関
の
意
図
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
。

(
お
)
一
九
五
九
年
の
パ

i
ト
カ
ス
判
決
(
回
向
持
g
〈
-
E
E
o
F
凶
3
c
-
M・
ロ
ア
ロ
∞
'
S
(
3
3
)
)
で
は
、
連
邦
裁
判
所
に
お
い
て
、
被
告
人
が
強
盗

に
つ
い
て
無
罪
に
さ
れ
た
後
、
イ
リ
ノ
イ
州
が
同
じ
被
告
人
を
同
一
の
強
盗
に
つ
い
て
起
訴
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な

連
邦
と
州
の
関
係
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
州
ど
う
し
の
関
係
で
も
、
被
告
人
が
同
一
の
犯
罪
に
つ
い
て
再
訴
さ
れ
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
て
い

る
。
一
九
八
五
年
の
ヒ

l
ス
判
決
(
国
g
吾
〈
・
〉
E
Z
B
P
主
ム

C-∞-∞
N-g'唱。
(
3∞
凶
)
)
で
は
、
被
告
人
は
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
で
謀
殺

(gzaa)

に
つ
い
て
有
罪
の
答
弁
を
し
た
後
、
ア
ラ
パ
マ
州
が
同
一
の
謀
殺
に
つ
い
て
同
じ
被
告
人
を
起
訴
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
た
。
な
お
、
昨
今
で

は
、
民
事
裁
判
と
刑
事
裁
判
と
の
関
係
で
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
一
九
九
六
年
の
ア

l
サ
リ

l
判
決
(
白
昼
旦

ω
E
g
〈
-
d
g
nタ
凶
戸
∞

C
・ω-M告
-N当
'
g
(
3ま
)
)
で
は
、
薬
物
取
引
に
つ
い
て
刑
事
裁
判
が
あ
っ
た
後
、
そ
の
薬
物
取
引
の
収
益
金
と
そ
れ
を
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容
易
に
し
た
不
動
産
及
、
び
動
産
を
没
収
す
る
民
事
手
続
が
行
わ
れ
た
が
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
ェ
バ
デ
ィ
条
項
に
違
反
し
な
い
と
判
断
さ
れ
た
。

(
幻
)
即
時
4
c
m
Z岡
戸
昌
吉
-
b
ロ
三
刊
-
M
-
a
g
。
・

(お
)
M
R
R
-

(却

)
M
E同
九
九
・

(
的
)
イ
ギ
リ
ス
法
と
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
こ
の
問
題
を
論
じ
た
わ
が
国
の
文
献
と
し
て
、
田
宮
・
一
七
三
|
八
七
頁
、
田
口
・
三
六
九
九
三
頁
。

(
剖
)
イ
ギ
リ
ス
法
と
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
こ
の
問
題
を
論
じ
た
わ
が
国
の
文
献
と
し
て
、
田
宮
・
一
八
七
l
二
O
二
頁
、
田
口
・
一
六
八
八

二
頁
。

(
位

)
M
R
β
z
g
ロ
〈

-nF官
庁
担
当
O
込
f
-
N
ニ
凶
ロ
m
-
m
刊
匂
・
叶
∞
少
∞
。
土
問
∞
告
)
・

(
日
)
M
2
m
m
m
E
白
〈
-
E
n
E
g
o
E
-
コ
品
開
口
加
-
m
m
唱
・
司
M
-
苦
M
'
S
(
】
宝
い
)
・

(
H
H
)
M
町
内
町
内
陸
む
え
な
宅
。
ミ
』
y
-
M
戸
開
口
開
-
m
o
-
y
a
∞
OAF-

(
的
)
同
時
間
叶
声
高
F
M号、む
2
0
8
-
N
-

曲目。。。・

(
品
)
同
町
内
自
ロ
伺
〈
E
E
e
ロ
唱
四
国
内
・
回
・
M
M
凶
・
M
M
唱
'u
。
2
3
3
・

(
幻
)
川
町
四
両
者
2
ε
回
目
〈
-
Z
8
E
E
-
-
0
0
・
回
・
3
∞
・
凶
∞
ナ
沼
会
ヨ
ヨ
・

(
品
)
~
町
内
向
h
p
V
-
E
-
p
z
F
一
考
宮
司
司
C
4
p
h苔
E
g
g
-
∞
-
R
叶
・

(
的
)
』
町
内
向
耳
目
U
F
E
u
-
h
号
、
b
g
s
少
同
門
出
・

(
印
)
同
町
内
お
の
』
・
ω・
9
s
s
b
~
E
宅
申
M
g
・
世
問
問
凶
合
唱
∞
唱
)
・

(
日
)
H
E
E
A
諮
問
∞
L
H
M
g
-
メ
イ
ヤ
i
ズ
と
ヤ
l
ル
パ
ラ
は
、
レ
ス
・
ジ
ユ
デ
イ
カ
!
タ
で
は
終
局
判
決
が
要
求
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
ダ
ブ
ル
・
ジ
エ

バ
デ
ィ
で
は
必
ず
し
も
終
局
判
決
が
要
求
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
(
0
8
庄
内
宮
3
2
件

当
2
n
z
R
r
J町
民
耳
富
加
F
切
な
芯
活
再

宅
問
宅
『
江
b
z
=
h
h
宮
内
町
内
h
h
h
て
町
、
さ
旬
同
町
ミ
S
S
F
J
X
出
〉

m
〈
-
r
m
開
〈
・
ア
い
山
田
・
5
(
3
8
)
)
。

(
臼
)
一
九
七
三
年
の
ソ
マ

1
ヴ
イ
ル
判
決
(
富
吉
田
:
-
r
E
R
S
-
-
P
品
E
C
・
∞

-a∞
・
怠
∞
'
三
(
戸
ヨ
凶
)
)
で
は
、
治
癒
で
き
な
い
取
庇
が
起
訴
状
に
あ

れ
ば
、
ミ
ス
ト
ラ
イ
ア
ル
(
g
z
E
色
)
を
宣
告
す
る
た
め
の
「
明
白
な
必
要
性
(
B
S
5
2
5
8
a
S
)
」
の
証
明
に
な
る
と
し
て
い
る
。

(
臼
)
最
大
判
昭
和
二
五
年
九
月
二
七
日
刑
集
四
巻
九
号
一
人
O
五
頁
。

(
日
)
拙
稿
「
検
察
官
上
訴
の
研
究
」
『
北
大
法
学
研
究
科
ジ
ュ
ニ
ア
・
リ
サ
ー
チ
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』

説きん
両岡
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号
(
一
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四
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)
八
九
頁
参
照
。



一事不再理の効力と既判力(拘束力)について(1)

(
日
)
』
町
内
両
国
内
四
句
口
町
『
〈
-
C
E
R
色
ω
S
S
F
S
凶
C
・
ω
・
5
。
・
3
A宇
{30ム)(図。-ヨ2・ι回目由自己口開)・

(団
)
h
R
O
a
m
=
〈
-
c
a
同
町
内
回
目
g
円
2
・
凶
一
目
白
・
∞
-
Z
A
H
・
3
N
合
唱
凶
吋
)
・

(訂

)
C
=
-
s
s
∞
S
B
E
、
・
U
笥
『
g
n
町
田
口
0
・
与
品
市
W
C
・
凶
・
ご
吋
-
z
-
C
唱
品
目
。
)
・

(回
)
Z
2
2
2
ι
g
g
g
g
F
h
号
、
b
g
g
包
-
a
J
R
〉
E
F
・
』
-
g
N
2
0
ゴ
は
、
犯
罪
の
同
一
性
を
決
定
す
る
基
準
を
整
理
し
て
い
る
。

(
日
)
渥
美
・
一
一
二
三
|
一
四
頁
参
照
。
最
近
の
ア
メ
リ
カ
の
動
向
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
中
野
目
・
前
掲
「
合
衆
国
憲
法
第
五
修
正
の
二
重
の

危
険
禁
止
条
項
に
関
す
る
最
近
の
動
向

i
再
訴
遮
断
の
範
囲
を
め
ぐ
っ
て
|
」
『
法
学
新
報
』
一
O
三
巻
一
O
号
・
三
七
頁
。

(印
)
M
ミ
〉
宮
田
町
同
旨
印
・
。
。
-
品
目
S
F
M
S
司
M
H
b
同
町
内
さ
え
忌
司
b
R
E
h
a
~
凶

b
h
b
g
町
四
円
叫
与
え
て
き
宙
実
宮
町
立
言
語
む
こ
ギ
色
町
内
号
、
F
S
J
『
〉
E
r
・
』
・
-
-
s
-
-
-
J
aゐ
A宇
持

ロロ・・2u'J『叶(回宙品。)・

(
日
)
陵
町
Z
。
g
明
白
色
。
。
B
E
g
F
室
、
言
ロ
。
丹
骨
M
凶
・
J
a
J
へ
〉
E
F
-
H
-
a
s
c
'
2
・

(
臼
)
匂
町
内
切
-
2
5
巴
『
田
町
2
・
C
E
g
a
ω
g
m
p
M
ま
巴
・
切
出
P
U
2
2
3
N
)
・

(
日
)
h
a
g
-
s
s
g
曲
目
。
2
・
E
H
o
p
u
s
c
・
∞
・
2
∞
-
三
全
斗
(
3
3
)
(
m
m
z
Z
E
E
-
ア
n
g
n
z
E
ロ
竺
ロ
宮
H
H
S
2
5
2
包
括
百
官
民
)
・

(
制
)
例
え
ば
、
一
九
二
九
年
の
ウ
ォ
l
レ
イ
判
決
(
ぎ
2
-
3
、
〈
・
ω
E
タ
当
凶
司
・
凶
3
3
r
z
・
内
ユ
ヨ
・
〉
宅
・
3
N
S
)
で
は
、
一
つ
の
庖
の
中
で
品
物
に

放
火
し
た
こ
と
に
つ
い
て
有
罪
に
さ
れ
た
後
、
保
険
を
か
け
ら
れ
て
い
る
品
物
を
損
壊
し
た
こ
と
に
関
す
る
再
訴
が
禁
止
さ
れ
た
。
一
九
一
一
一
一

年
の
セ
ッ
ク
ス
ト
ン
判
決
(
∞
2
8
ロ
〈
・
9
5
S
0
2
2
5
-
出
。
∞
・
者
・
3
E
5
・

0'
〉
宅
・
3
同
)
)
で
は
、
被
告
人
の
一
つ
の
行
為
(
室
)
が
治
安

素
乱
罪

(σ
『
g
n
F
O
『
円
宮
宮
円
四
)
と
し
て
有
罪
又
は
無
罪
に
さ
れ
た
場
合
、
暴
行
罪
(
g
g
z
p
白
E
E
R
m
q
)
に
つ
い
て
の
再
訴
は
禁
止
さ
れ
る

と
判
断
さ
れ
た
。
Z
2
2
8
2
v
s
g
g
F
h吾
5
5
5
N
凶
・
司
J
P
E
F
-
-
a
M
司
a

吋
品
目
ロ
・
合
'
a
M
自
己
己
目
。
=
・
冨
も
参
照
。

(白
)
M
R
2
2
2
自
己
E
E
S
S
E
-
h
号
、
む
ロ
0
8
出
・
司
J
『
〉
E
F
・
』
・
由
回
目
。
・

(侃
)
h
a
C
E
x
a
∞
富
町
田
〈
-
U
F
H
S
-
u
s
c
-
∞
・
2
∞
咽
斗
宰
(
呂
志
)
・
な
お
、
こ
の
よ
う
な
犯
罪
が
同
一
で
あ
る
か
異
な
る
の
か
の
二
者
択
一
的
基
準
か

ら
脱
皮
し
て
、
.
4
5
a
o
ロ
包
宮
同
3

な
る
第
三
の
基
準
を
提
案
す
る
主
張
も
あ
る
(
同
内
角
的
5
8
m
-
E
m
百
件
関
白
5
2
5
司
-
n
Z
白
E
-
0
・
P
2
2
民
話

、
可
S
R
5
.
も
ま
ね
え
D
5
E
5
丸
町
立
さ
=
ミ
M
H
む
き
な
~
み
F
E
S
b
E
2
・
ゴ
司
史
-
戸
-
E
〈
・
凶
出
・
凶
器
'
唱
。
(
石
器
)
)
。

(
町
)
吋
J
H
回
目
白
ロ
加
〈
・
〈
g
a
R
g
B
q
色
付
〉
町
g
F
-
a
∞
肘
ロ
m
・
同
N
8
・
晶
司
令
寸
ま
)
・
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
こ
の
ヴ
ア
ン
ダ
ー
コ
ウ
ム
判
決
か
ら
コ
ン
パ
ル
ソ

リ
l
・
ジ
ョ
イ
ン
ダ
l
(
8呂
田
旨
-
8
ミ
』
。
百
号
円
)
を
宣
言
し
た
コ
ネ
リ
l
判
決
ま
で
の
経
緯
を
説
明
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
高
田
昭
正
・
前
掲

『
刑
事
訴
訟
の
構
造
と
救
済
』
一
一
五
|
五
二
頁
。
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(~) See Notes and Comments， supra note 23， 75 Y ALE L. J. at 271 n.38. 

(ffi) Vandercomb & Abbott， 168 Eng. Rep. at 457. 

(己)Id. at 459-60. 

(に)Id.抗461.

(巳)Notes and Comments， supra note 23， 75 YALE L. J. at 271 (citing 1 BISHOP， NEW COMMENTARIES ON THE CRIMINAL LAW 91052 。thed.， 1892)). 
(ロ)Mo児yv. Commonwealth， 108 Mass. (12 Browne) 433 (1871). 

(己)Id. at 434. 

(巳)See Blockburger v. United States， 284 U.S. 299， 304 (1932). 

(記)Morey， 108 Mass. at 435-36. 

(じ)Gavieres v. Un配 dStates， 220 U.S. 338 (1911) 

(但)ld. 
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(宕)ld.剖 342.

(呂)Id. at 343-44. 

(お) ~J G 中絶望許G~心や 1注総決給量むれJヰヰト(HJ .lJ~~'予製紙副長俺緑詩返事宇tIIlI G~~ll京~G恨~時(\ -i-! o 会会r{llH!: l憶さ制緩巡~m酸.lJれJ

ヰ;r{l'{o\\(J~~=' ~トえ. ~;\ .; 0;く fト干延長腎~ム~ (\ν匝~l憶さ組長~耳tJ..;r{l'{ O\\(J~崎r{l.lJs，小，同記長、P~ (¥ -i-! (See Abbate v .United 

States， 359 U.S. 187， 197-201 (1959) (Brennan， sep紅ateopinion))。
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